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第１　遊技球等の貸し玉料金が返還されることが「客の射幸心を著しくそそるおそれが生じる」こととはならない点について

１　射幸性の許容
　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風適法」という。）は、ぱちんこ営業に関して「著しく客の射幸心をそそるおそれ」が
生じることを規制しているが、逆にその程度に至らない（適度に）「客の射幸心をそそる」ことを容認している。
　このことは、風適法２条１項７号が、「風俗営業」の一つとして、「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのあ
る遊技をさせる営業」を定義づけていることからも明らかである。

２　適度な射幸性を前提とした遊技機の性能規制
　次いで、風適法は、ぱちんこ営業について、「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準」、「著しく客
の射幸心をそそるおそれがあるものとして･･･国家公安委員会規則で定める基準」に該当する遊技機を設置して営業することが許されないと規定
している（同法４条４項、２０条１項）。
　これを受け、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則（以下「施行規則」という。）７条に上記の基準が定められている。

　更に、風適法は、風俗営業者（ぱちんこ屋）は遊技機について上記基準に該当しない旨の公安委員会による認定を受けられると規定する（同法
２０条２項）とともに、国家公安委員会規則にて認定のための技術上の規格を定めると規定している（同条３項）。そして、前記技術上の規格が定
められた場合には、遊技機の製造業者又は輸入業者は遊技機の型式につき上記基準に該当しない旨の公安委員会による検定を受けられると
規定している（同条４項）。
　これを受け、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令（以下「施行令」という。）１０条に認定のための技術上の規格が定め
られており、風俗営業の許可申請には、遊技機の認定書又は型式の検定書の写し等の添付が必要である（風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令（以下「内閣府令」という。）１条７号イ、ロ⑴及びハ⑴。なお、実際上は認
定書又は検定書の写しを添付する以外には風俗営業の許可申請をなし得ない。）。
　以上から、ぱちんこ営業の営業所で使用されている遊技機は、公安委員会の認定又は検定により、「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるも
のとして･･･国家公安委員会規則で定める基準」に該当しないものであることが担保されているのである。

３　獲得する遊技球等の数量の上限の規制
　前項記載の通り、ぱちんこ営業で使用される遊技機が「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして･･･定める基準」に該当しないというこ
とは、時間当たりの発射玉数等（遊技回数）、客の勝率と出玉数の上限が制約されているということであり、自ずから１日の遊技に費消できる金
額及び遊技の結果獲得できる遊技球等の数量の各上限が規定されることを意味する。
　このことは、１人の遊技客が１日の営業時間中を通じて最小の投資額で最大の勝率を上げたとしても、これに対して提供される賞品の価額は、
「著しく客の射幸心をそそるおそれ」のない範囲に留まることは明らかである（従って、同時に「一時の娯楽に供する物」（刑法１８５条ただし書き）
の範囲であることも明らかである。）。
　要するに、遊技の結果得られる利益の上限が定められているのである。

４　賞品として提供される物品の多様性による遊技球等の現金類似機能
　風適法には、ぱちんこ営業における賞品について、現金又は有価証券を賞品として提供することを禁止している（同法２３条１項１号）他、風俗
営業者が客に提供した賞品を買い取ることを禁止する（同項２号）等、遊技球等が現金化されることを防止する規定がある。他方、施行規則にお
いては、客が獲得した遊技球等に対する賞品として提供すべき物品について、遊技の結果表示された数量に対応する金額と等価の物品を提供
することが義務付けられている（同規則２９条２項１号イ）のみならず、「客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常の用に供する
と考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類の物を取りそろえておくこと。」が義務付けられており（同項２号）、遊技球等は、当該ぱちんこ
営業の営業所内のみにおいて、かつ、賞品の上限も１万円とされる（同条３項）等限られた範囲内ではあるが、現金と同様に物品と交換すること
ができる。
　すなわち、遊技球等には現金類似の機能が備わっているのである。
　そのうえ、一部の地域では賞品として金の地金等も使用されていること、及び、客がぱちんこ営業所で提供された賞品を第三者（「景品交換
所」、「景品買取所」、或は「買い場」と呼ばれている。）に持ち込んで換金することがぱちんこ営業が普及した直後から現在に至るまで広くおこな
われている現実を勘案すると、寧ろ、現況のぱちんこ営業においては、客が獲得した遊技球等はそもそも現金と同視されるものであるが、最小の
投資額で最大の勝率を上げたとしても、遊技機が「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして･･･定める基準」に該当しない以上、その結
果として獲得した遊技球等が現金と同視されるものであったとしても（容易に換金できるものであったとしても、）、「著しく客の射幸心をそそるおそ
れ」のない範囲に留まるものと判断されるのである。

５　遊技球等の貸し玉料金の返還である点
　遊技球等は有料で貸し出したものであり、しかも、この貸し玉料金をとって貸した遊技球等は、１回限りの使用で償却されてしまい遊技ができな
くなるという性質のものではなく、賞球として獲得されて遊技客の許に還流することにより再度遊技に使用　することも、賞品と交換することもでき
るものである。
　であるならば、遊技終了した時点で客の手許にある遊技球等が開始時より減っていようと、増えていようと、その球数に相当する貸し玉料金と同
額の金額の払戻をすることは寧ろ合理的で正当な取引行為であるとみざるを得ない。
　この点を、いわゆる貯玉・再プレイシステムと比較すると、同システムでは、客が貯玉を蓄積し続けた後で一気に引き出して再プレイをせずに多
額の賞品と交換する場合には景品交換額がより多額になるから（遊技機の射幸性に関する性能が規制されているため、１日に獲得できる遊技
球等には上限があるから、ぱちんこ店に通い詰めて貯玉を蓄積すれば、必ず上記上限を上回る。）、結果として、高額の買い物ができることとな
る。
　かかる事実と比較すると、毎日営業終了後、客の手持ち遊技球等の数量に応じて貸し玉料金を返還してこれらの返還を受けるシステムの方
が、貯玉・再プレイシステムよりもはるかに射幸性が低いことは明らかである（後者のシステムでは、客が賞品を第三者に売却することにより換金
することを考慮するとより多額の現金を取得できる結果となるのである。）。

第２　賭博罪に該当しない点

１　賭博罪の構成要件
　刑法１８５条（単純賭博罪）は、行為主体につき「賭博をした者」と規定し（但し「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は除外され
る。）、「賭博」とは何かについては規定していない。
　しかし一般に「賭博」とは「偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為」というものとされ、常習としてかかる行為を行った者は常
習賭博罪に該当するものとして重く処罰される（刑法１８６条１項）。
  遊技球等の貸し玉料金が返還される場合、ぱちんこ遊技は、ある程度の技術介入性があるものの、「偶然」の事実の発生により「財物や財産上
の利益の得喪を争う」ものであると見られる可能性があり、この結果、ぱちんこ遊技及びぱちんこ営業が、賭博罪の構成要件に該当すると見られ
る可能性がある。
　
２　賭博罪の可罰性の根拠と実質的違法性
  賭博罪の可罰性の根拠（保護法益）は何か、また同罪に該当する行為の実質的違法性の如何については議論の存するところであり、個人の財
産保護に重点を置いて理解する考え方もあるが、通説的な解釈としては、最高裁の判例（最大判昭和２５年１１月２２日刑集４巻１１号２３８０頁）
のいうように、社会の経済的機構一般を危殆化する経済風俗犯として理解されている。
　賭博罪の保護法益がこのように一般的、抽象的なものであるとすると、保護法益との関係で同罪の構成要件の外延を明確にすること、またそ
の実質的な違法性に照らして構成要件を限定解釈することは困難であると考えられる。
３　遊技球等の貸し玉料金が返還される場合の賭博罪としての可罰性
  ⑴　構成要件段階での限定
  ぱちんこ営業は、遊技球等の貸し玉料金が返還される場合でも、そもそも賭博罪の構成要件の段階で「賭博」には該当しない、とする考えること
も可能である。
　すなわち、犯罪の構成要件は実質的に違法な行為の類型であることからすれば、一定の種類の行為は定型的に違法性を欠くことからそもそも
構成要件に該当しないと解釈することが可能である。
　ただし、この解釈は、構成要件の意義、機能に関して実質的な違法性を余り考慮せず形式的に判断する伝統的な考え方にはなじみにくい面も
否定できない。
　⑵　正当（業務）行為としての違法性阻却
  ぱちんこ営業は、遊技球等の貸し玉料金が返還される場合でも、賭博罪の構成要件に該当するか、又は該当する可能性のあることを前提とし
つつ、正当行為（刑法３５条）として違法性が阻却されることにより結局不可罰と解釈できる。
刑法３５条に規定される正当行為は、一般に「法令行為」（同条前段）と「正当業務行為」（同条後段）に分類されている。

　①　法令行為
  法令行為とは、成文の法律、命令により権利または義務として行われる行為をいう。このような行為は形式的に構成要件に該当しても違法性が
なく正当化される。
　法令行為は、通常さらに以下の３類型に分類されている（団藤重光「刑法綱要総論」２０３頁以下他）
ア　法令の規定上、これを行うことがある者の職務ないし権利とされている行為（例えば、刑事訴訟法に基づく被疑者・被告人の逮捕・勾留や私
人による現行犯逮捕、民法上の親権者の懲戒行為等。）。
イ　政策的な理由から違法性が解除される行為（例えば、当せん金附証票法による当せん金附証票、競馬法による勝馬投票券等。）。
ウ　法令によって注意的に適法性が明示される行為。この類型は、理論的に違法性の阻却を認めることができる場合に、特に法令の規定を設け
てその合法である旨を明らかにするとともに、方法・範囲について技術的な制限を置いて、その逸脱を防止しようとしている場合であるとされる
（例えば、母体保護法による不妊手術、死体解剖保存法による死体の解剖等。）。
 風適法上「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準」、「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるも
のとして･･･国家公安委員会規則で定める基準」に該当しない遊技機を設置して営業している（同法４条４項、２０条１項）以上、ぱちんこ営業自体
は、法令行為中上記ウの類型に該当すると判断される。

②　正当業務行為
　国民一般の慣習および法令の精神上正当であるとされる業務、社会的に確立した業務行為を正当業務行為といい、法令に直接の規定がなく
ても、違法性が阻却される。
　この観点からは、風適法等に、遊技球等の貸し玉料金の返還に関する規定が存在しなくとも、当該行為が社会観念上正当と認められれば違法
性が阻却される。
　前記第１記載のとおり、そもそもぱちんこ営業については、「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基
準」に該当する遊技機を設置して営業することが許されず、また、遊技球等が様々な賞品と交換できるのみならず、事実上賞品を売却する方法
で換金することも可能であって、かかる実態は戦後長きにわたって継続されて来ており、社会的に十分に認知を受けているものといえる。
　すなわち、ぱちんこ営業において、賞品との交換を通じて、遊技球等が現金に準ずる価値があるものと扱われていることは、社会的に正当な行
為であると見ざるを得ない。
　このことは、ぱちんこ営業が以下の諸特性を備えている点からも是認できる。
ア　上述のように、「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして定める基準」を超える遊技機を設置して営業することが許されず、１日の遊
技の結果、得られる利益の上限が低く、社会的相当な範囲内の利益（賞品）しか取得できない構造になっていること。
イ　１人１回１台の遊技機でしか遊技できないので、おのずと遊技に費消できる金額は僅少であり、勝ち馬投票券や宝くじのように購入額に上限
がないものの如く、また、金融デリバティブのように投資金額に上限がないものの如く経済的危険性は少ないこと。

第３　その他

　ぱちんこ営業にあっては、客が提供された賞品を第三者たる景品交換所に持ち込んで換金することが戦後間もなくから現在に至るまで広く行わ
れている。
　しかるに、現行の景品交換所は、あくまで風俗営業者たるぱちんこ店とは別途の第三者であらねば成り立ち得ないため、多額の現金や金地金
等の高価な賞品を多量に保管・流通させる場となっているにもかかわらずぱちんこ店の営業所から離れた人目のつきにくい場所に立地する安普
請の店舗・事務所用の建物を利用している場合が殆どである。
　このような無防備なうえに人目につきにくいという景品交換所は、何かと犯罪の標的となりやすく、景品交換所を狙った強盗等の凶悪で凄惨な
犯罪が後を絶たない。
　強奪された多額の現金が或は外国に不正に送金されたり、或は犯罪組織による犯罪の拡大再生産の費用にされる結果ともなっていることを考
え併せると、現行の賞品提供システムを、簡明な形に改め、遊技球等に対する貸し玉料金の返還という簡単なシステムに改め、景品交換所を不
要とすることがまさに必要なことである。

以上

０１３００２０ レジャー特区
刑法第185条及び
第186条

いわゆるカジノについては、刑法
の賭博罪との関係から、その実施
に当たっては、新たな立法措置が
必要である。

Ｃ

カジノについては、刑法の賭博罪との関係から、その実施に
当たっては、新たな立法措置が必要である。また、カジノ実
施に伴い、暴力団や外国人犯罪組織等の関与のほか、少
年の健全育成への悪影響、地域の風俗環境の悪化等が懸
念され、カジノの実施を検討する場合には、これら諸問題を
十分に考慮することが必要である。したがって、カジノを実
施するための立法が検討される場合には、警察庁としては、
これらの治安上の観点から、その議論に加わり、必要な意
見を申し述べてまいりたい。
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・刑法185条の適用除外（その施設のみ）
・公営競技とは異なる民間主体のカジノ運営に関するルール
の創設
・風俗営業法の営業時間の特別措置
・風俗営業法の設備等に関する規制の特別措置
・風俗営業法の遊技料金や遊技機に関する規制の特別措置
・風俗営業法の現金や有価証券を商品化として提供するのを
禁止する特別措置

カジノ・エンターテイメント事業・ショービジネス等の２４時間営業
株式会社エン
ターテイメント
ワールド沖縄

日本初、カジノも含む総合
エンターテイメントリゾート
プロジェクト

０１３００３０

自主防犯パトロール
に使用する自動車
に青色回転灯を装
備する場合の取扱
いの緩和

道路運送車両法
第４１条、第５４
条、第５４条の２、
第１０８条、第１０
９条　道路運送車
両の保安基準第
４２条、第５５条
道路運送車両の
保安基準の細目
を定める告示第２
１８条

警察庁と国土交通省は、民間団
体、地方公共団体等が専ら地域
の防犯のために自主的に行う防
犯パトロールにおいて、警察本部
長から青色回転灯を装備する自
動車による自主防犯パトロールを
適正に行うことができる旨の証明
を受けた者については、道路運送
車両の保安基準第５５条の規定に
よる基準の緩和の認定手続によ
り、青色回転灯の自動車への装
備を認めることとし、平成１６年１２
月１日から取扱うこととしたところ
である

Ｄ－１

青色回転灯を点灯して行う自主防犯パトロールは、専ら地
域の防犯のために行うパトロールを意味し、急訴事案等が
発生した場合には優先的に対応を行うことを必要とするもの
であり、これら一定の要件を満たした場合に認められてい
る。現在の規定においても、青色回転灯を点灯して自主防
犯パトロールを実施している際には、上述の要件を満たし、
適正に運用されると認められる限り、これに付随して他の公
的業務を行うことを、妨げるものではない。なお、具体的な
活動内容は、愛媛県警察に相談していただきたい。

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。

回答の内容には、青色回転灯を点灯して行う自主防犯パトロールは、専ら地域の防犯のために行うパト
ロールを意味し、急訴事案等が発生した場合には優先的に対応を行うことを必要とするものであり、こ
れら一定の要件を満たした場合に認められるとあります。したがって、措置の概要の主旨は、補導パト
ロール車も自主防犯パトロール車と同様のカテゴリーとして捉え、青色回転灯を装備する対象となりえ
ると解してよいのかご教示いただきたい。

D-1

  御提案の「補導パトロール車」の具体的な活動内容が不明であるが、活動内容によっては、当
該「補導パトロール車」が青色回転灯を点灯することができる自主防犯パトロール車に当たる場
合もあると考えられる。
　　なお、青色回転灯を点灯して行う自主防犯パトロールの活動内容については、愛媛県警察に
相談していただきたい。

1040 10401010

平成１６年１２月１日から自主防犯パトロールに使用する自動
車に青色回転灯を装備する場合の取扱について一定の規制
緩和がなされたところであるが、補導パトロール車について
は、規制緩和の対象には入っていないので、更なる規制緩和
を求める。

補導パトロール車にも青色回転灯を装備することにより、さらに、
地域の目に触れ、非行の未然防止及び地域の防犯はもちろん、
地域住民への健全育成の意識及び防犯意識の啓発に役立つ。

愛媛県新居浜市
補導パトロール車の青色
回転灯装備特区

０１３００４０
道路使用許可手続
の緩和

道路交通法第７７
条及び第７８条

道路に工作物を設置しようとする
者は、所轄警察署長に申請書を
提出し、道路使用許可を受けなけ
ればならない。

Ｄー１

　道路使用の許可申請については、事前相談に応じて適宜
適切な助言等を行い、許可申請の不備をなくし、迅速に対
応できるように努めているところであり、また、許可期間を記
載した上で事前に許可証を交付することにより、申請者の利
便性に配慮しているところである。特に、公職選挙法に基づ
く選挙ポスターの掲示板の設置に関しては、その公益性か
ら特段の配意を行っているところであり、事前協議において
設置場所等に関する資料を提出していただければ、ご提案
の趣旨に沿った迅速な対応が可能であると考えられること
から、所轄警察署に相談していただきたい。

1041 10411020
道路交通法第７７条第１項の道路の使用の許可の規定を地域
限定で緩和する措置を講じる。

公職選挙法で規定される選挙ポスターの掲示板について、道路
交通法第７７条第１項の道路の使用の許可の規定を地域限定で
緩和する措置を講じる。

愛媛県新居浜市
選挙掲示板かんたん申請
特区

C

(1) ぱちんこ営業については、遊技の結果に応じて客に賞品を提供
する営業であり、その営業の形態によっては客の射幸心を著しくそそ
るおそれがあるため、風営法において、著しく客の射幸心をそそるお
それがある遊技機の設置を禁止しているほか、遊技料金、賞品の提
供方法等について必要な規制をしている。この風営法で認められた
範囲内で営まれるぱちんこ営業については、賭博罪に当たる行為を
行っているとの評価を受けることはないと考えられる。
　(2) 再意見で指摘されているぱちんこ営業者が遊技客に貸出した
遊技球及びメダルを直接返却を受けるシステムとは、提案内容によ
れば、ぱちんこ営業者が遊技終了時に遊技客の遊技球等を貸玉金
額と同額で当該客から買い取ることであるところ、それは遊技の結果
として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の現金を提
供していることになり、ぱちんこ営業に関して現金を賞品として提供
することにほかならない。
　(3) したがって、提案内容は、ぱちんこ営業に関し、営業者による遊
技者への現金提供を認めることになり、ぱちんこ営業が賭博としての
性格を有することになると考えられる。
　　　なお、再意見の③については、お答えする立場にないことなどか
ら、意見は控えさせていただきたい。

風営適正化法２３条（同法第2条第1項第７号営業のぱちんこ
屋）では、その営業に関し現金又は有価証券を賞品として提供
してはならないと定めています。その為遊技客は遊技終了時
に景品に交換するより他の選択肢が無いため、パチンコ店で
の営業方式が限定されています。今後、日本特有の文化であ
る「ぱちんこ」をより魅力ある施設にすることや、世界に認めら
れる産業に発展させる為にも、遊技終了時に、パチンコ店が
「①遊技客に貸出した玉・メダルをそれぞれ景品に交換する。」
「②遊技客が景品と交換する物が無い場合には貸玉金額と同
額である玉１個４円、メダル１枚二十円を超えない金額にて貸
玉の返却を受ける。」の２種類の選択肢を遊技客が持てる事を
認めて頂きたい。

パチンコ店内にアメリカ・ラスベガスのカジノ両替所に類似した、
強固な仕様の貸玉返却カウンターを新たに設置し、遊技客が必
要に応じて貸玉を自由に景品交換・返却請求が出来よう選択肢
を広げる。

株式会社　玉越

「２１世紀のパチンコビジネ
スモデル」
パチンコ営業店による貸玉
返却システム　構想

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。

1032 10321010C

  ぱちんこ営業については、遊技の結果に応じて客に賞品を提供する営業であり、その営業の
形態によっては客の射幸心を著しくそそるおそれがあるため、風営法においてぱちんこ営業を風
俗営業として位置付け、所要の規制をしている。
　　　具体的には、ぱちんこ営業を営もうとする者はあらかじめ公安委員会の許可を受けなけれ
ばならず、公安委員会は、当該許可申請者が一定の欠格事由に該当する場合は許可をしては
ならないとしている。また、同法は、著しく客に射幸心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁
止しているほか、遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度を規制している。この
風営法で認められた範囲内で営まれるぱちんこ営業については、賭博罪に当たる行為を行って
いるとの評価を受けることはないと考えられる。
　　  しかし、ぱちんこ営業に関し、営業者による遊技者への現金提供を認めた場合には、ぱちん
こ遊技が賭博としての性格を有することになると考えられるところ、ぱちんこ営業者が遊技終了
時に遊技客の遊技球及びメダルを貸玉金額と同額で当該客から買い取ることは、ぱちんこ営業
に関して現金を賞品として提供することにほかならないことから、当該行為は、賭博行為に当た
ることとなる。よって、御提案については認められない。
　　  なお、賭博としての性格を有する行為を合法化することについては、いわゆるカジノの導入
と同様、新たな立法が必要であり、風営法を一部改正して行うことができるものではないと考えら
れる。

右提案主体からの意
見に対し回答された
い。

先に回答のありました『ぱちんこ営業に関し、営業者による遊技者への現金提供を認めた
場合には、ぱちんこ遊技が賭博としての性格を有することになると考えられるところ、ぱち
んこ営業者が遊技終了時に遊技客の遊技球及びメダルを貸玉金額と同額で当該客から
買い取ることは、ぱちんこ営業に関して現金を賞品として提供することにほかならないこと
から、当該行為は、賭博行為に当たることとなる。』について意見をの述べさせて頂きま
す。

① 当社の提案である「２１世紀のパチンコビジネスモデル」パチンコ営業店による貸玉返
却システム構想では、遊技客に貸出した玉・メダルをパチンコ営業者が景品交換及び直
接返却を受けるシステムとしています。しかしながらご回答では、遊技客に貸出した玉・メ
ダルを買い戻す行為を、現金を賞品として提供することにほかならないとされています
が、「パチンコ営業者が景品交換及び直接返却を受けるシステム」が現金を賞品として提
供することにほかならないとされているその根拠を教えてください。

② そもそも、「著しく客の射幸心をそそるおそれ」があるものとして国家公安委員会規則
で定める基準に該当しない遊技機につき認定を与え、同基準に該当しない遊技機の型式
につき検定を与え、実際上は認定を得た遊技機又は型式につき検定を得た遊技機しか
営業に使用することができない現状において、客が遊技の結果得た玉・メダルに対して賞
品として物品を提供することは賭博罪とならず、玉・メダルを貸し玉料金と同額で返還を受
けると賭博罪に該当すると結論する理由を教えてください。

③ 遊技客に貸出した玉・メダルを買戻す行為」は賭博行為に当るとのお答えですが、テレ
ビ（クイズ番組）・雑誌・企業活動による景品の提供及び賞金等、多額の金銭等を得られ
る懸賞等が不特定多数の人達を対象に継続的に行われています。この行為自体は賭
博・富籤に類似するものと推測されますが、果たして賭博罪（違法なもの）に当らないもの
なのか一度お考えを教えてください。又、理論的には無限大のリスクを負いかねないス
ワップ・オプション等の金融デリバティブ取引についても所謂金融システム改革法及び関
連政省令の新設ないし改正により、金融機関の業務として規定されていますが、これらの
商取引に関しましても違法性が無いものなのかどうかを合わせて教えてください。

ぱちんこ営業は、客に遊技球又は
遊技メダルを貸し出し、客が遊技
球等で遊技をした結果に応じて客
に賞品を提供する営業であるとこ
ろ、その営業の形態によっては客
の射幸心を著しくそそるおそれが
あるため、風営法において、ぱち
んこ営業を営もうとする者はあら
かじめ公安委員会の許可を受け
なければならないとし、著しく客の
射幸心をそそるおそれのある遊技
機の設置を禁止しているほか、現
金又は有価証券を賞品として提供
すること及び客に提供した賞品を
買い取ることを禁止等している。

Ｃ

ぱちんこ営業者が遊技終了時に遊技客の遊技球及びメダ
ルを貸玉金額と同額で当該客から買い取ることは、ぱちんこ
営業に関して現金を賞品として提供することと同じことにな
り、客の射幸心を著しくそそるおそれが生じるとともに、当該
行為は、賭博行為に当たると評価され得ることから、認めら
れない。なお、一部のぱちんこ営業所においては、遊技客
が遊技終了時の遊技球及びメダルをぱちんこ営業者に預け
て、再来店時に当該遊技球等の返還を受けて遊技するいわ
ゆる貯玉・再プレー制度が実施されているところ、そうした制
度を採用することにより、遊技客に対し、遊技終了時点に遊
技球等が残った場合に景品に交換するほか、遊技球等を貯
めるという選択肢を用意することができる。

０１３００１０

ぱちんこ店運営に関
する風俗営業等の
規制及び業務の適
正化に関する法律
の改正

風俗営業等の規
制及び業務の適
正化等に関する
法律第１９条、第
２３条第１項、第４
９条第３項第５
号、第５０条風俗
営業等の規制及
び業務の適正化
等に関する法律
施行令第１１条風
俗営業等の規制
及び業務の適正
化等に関する法
律施行規則第２９
条第１項第２号、
同条第２項第１号
イ



 01 警察庁（特区）

管理コード 規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
プロジェ
クト管理
番号

規制特例提
案事項管理
番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名 プロジェクトの名称

０１３００５０

交通安全活動に使
用する地方公共団
体所有の「交通安全
指導車」に対する道
路運送車両の保安
基準の規制緩和

道路運送車両の
保安基準第４２
条、道路運送車
両の保安基準の
細目を定める告
示第２１８条、道
路交通法第６２
条、道路交通法
施行令第１３条

　緊急自動車以外の車両が赤色
警光灯（以下、「赤色灯」という。）
を装備し、点灯して走行した場合
には、道路交通法第６２条違反と
なり、また点灯しないで走行した
場合であっても、道路運送車両の
保安基準第４２条に違反すること
となるところ、停車時に赤色灯を
使用することについては特段の規
定は設けられていない。
　また、緊急自動車については、
一定の場合に車両等の通行区分
及び通行方法の原則の例外を認
めている

Ｃ

　赤色灯の装備は、緊急自動車に限って認められているとこ
ろ、ご提案の車両によって行う用務は、緊急用務とは認めら
れないことから、緊急車両として認めることは、道路交通に
及ぼす影響等にかんがみて困難である。

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。
また、通常赤色回転灯を設置
していない車両が道路以外
の場所に停車している時に限
り赤色回転灯を車両に設置、
灯火し、交通安全活動を実施
することは可能かについて回
答されたい。（活動終了後、
赤色回転灯は取り外すものと
する。）

　当町は、交通事故死亡者１３年連続全国ワーストワンの北海道オホーツク地域の主要国道・道道の分岐点で
あり交通の要衝に位置しており、道路状況は直線路・緩やかな曲線路が多く、事故の特徴としては、郊外部直
線路での速度超過に起因するものが最も多く、致死率も全国平均に対して北海道が２倍、北海道平均に対して
当町が２倍であり、速度抑止対策は無窮の命題であります。　交通安全運動において、緊急自動車としての警
察車両が赤色灯を設置走行又は設置点灯走行により通行車両の速度抑止効果をもたらしたている状況であり
ます。　そのため、美幌町が有する交通安全指導車（２台）が設置走行し、また、交通安全運動期間において停
車時に限り赤色灯を点灯することは、緊急自動車の用務の妨げや誤解を生むものではなく、それ以上に速度抑
止効果による交通安全が保たれ、多くの生命を守ることと考えられます。　この地域は、世界遺産に指定された
知床への玄関口でもあり、交通量や規程速度を超えた走行が多くなっており、町民の総意を持って交通安全運
動を進める必要があります。　このような北海道のこの地域の特殊性を御理解いただき、この制度の再考をお
願いいたします。

C

　道路以外の場所であれば、停車時に赤色灯を設置、灯火することについては、道路交通法
上、特段の規定は設けられていないが、道路運送車両法の保安基準に違反する車両等を運転
させ、又は運転すれば道路交通法第６２条に抵触する場合がある。
　　なお、御提案の車両を緊急自動車として認めることは、前回回答のとおり、道路交通に及ぼ
す影響等にかんがみて困難である。

右提案主体からの意
見に対し回答された
い。

　二回わたる回答はいづれも原則論であり、その域を超えて考察して頂かないと本件につ
いての可否の論議は検討の余地が皆無であると思われます。　北海道内の交通安全運
動については、現実に北海道、北海道警察の連携協力の下、市町村、交通安全協会、安
全運転管理者協議会等幅広い民間団体による「事故防止を切に願う心」に起因した純粋
な安全意識の高まりによるボランティア活動であります。　その中でも、３大対策（スピード
ダウン、シルバー・セーフティアップ、シートベルト・レベルアップ）の筆頭であるスピードダ
ウンへの最も効果的な運動として、警察パトカーの「レッド走行」と併せて「パトカーライト」
の定置灯火による啓発を併用して抑止効果を最大限に発揮しているものです。　このこと
については、実施関係者は勿論のこと、警察関係者からも高い評価を受けていることも
現実であります。　本構想による「パトカーライト啓発」は道路路側外・脇のスペースにより
完全停車により実施することから、緊急自動車の走行活動する際の妨害、周囲交通への
混乱を招くとは考えにくいものです。　本状況から、再々検討をお願い致します。

Ｃ

    道路以外の場所であれば、停車時に赤色灯を設置、灯火すること
については、道路交通法上、特段の規定は設けられていないが、道
路運送車両の保安基準に違反する車両等を運転させ、又は運転す
れば道路交通法第６２条に抵触する場合がある。
　　また、御提案の自動車を緊急自動車として認めるのが困難である
ことは、これまで回答したとおりである。

1052 10521010
交通安全活動に使用する「交通安全指導車」への常時灯光の
色が赤色の灯火を備え付け交通安全啓発時の停車時に限っ
て点灯すること

本来設置の認められていない、赤色灯光を常時搭載し、官民一
体となって実施している交通安全啓発時に、赤色灯光を点灯させ
ることにより、通過車両への速度抑止効果が大きい。
（条件）交通安全啓発時の停車時に限る。

北海道美幌町 きらっと街道パトライト構想

０１３００６０

交通安全活動に参
加する交通安全推
進団体会員の「自家
用車」に対する道路
運送車両の保安基
準の規制緩和

道路運送車両の
保安基準第４２
条、道路運送車
両の保安基準の
細目を定める告
示第２１８条、道
路交通法第６２
条、道路交通法
施行令第１３条

緊急自動車以外の車両が赤色警
光灯（以下、「赤色灯」という。）を
装備し、点灯して走行した場合に
は、道路交通法第６２条違反とな
り、また点灯しないで走行した場
合であっても、道路運送車両の保
安基準第４２条に違反することと
なるところ、停車時に赤色灯を使
用することについては特段の規定
は設けられていない。
また、緊急自動車については、一
定の場合に車両等の通行区分及
び通行方法の原則の例外を認め
ている

Ｃ

　赤色灯の装備は、緊急自動車に限って認められているとこ
ろ、ご提案の車両によって行う用務は、緊急用務とは認めら
れないことから、緊急車両として認めることは、道路交通に
及ぼす影響等にかんがみて困難である。

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。
また、通常赤色回転灯を設置
していない車両が道路以外
の場所に停車している時に限
り赤色回転灯を車両に設置、
灯火し、交通安全活動を実施
することは可能かについて回
答されたい。（活動終了後、
赤色回転灯は取り外すものと
する。）

　当町は、交通事故死亡者１３年連続全国ワーストワンの北海道オホーツク地域の主要国道・道道の分岐点で
あり交通の要衝に位置しており、道路状況は直線路・緩やかな曲線路が多く、事故の特徴としては、郊外部直
線路での速度超過に起因するものが最も多く、致死率も全国平均に対して北海道が２倍、北海道平均に対して
当町が２倍であり、速度抑止対策は無窮の命題であります。　交通安全運動において、緊急自動車としての警
察車両が赤色灯を設置走行又は設置点灯走行により通行車両の速度抑止効果をもたらしたている状況であり
ます。　そのため、当町の交通安全活動に参加する交通安全推進団体会員の「自家用車」が、警察、地方公共
団体と一体となって、交通安全運動期間において停車時に限り赤色灯を点灯することは、緊急自動車の用務の
妨げや誤解を生むものではなく、それ以上に速度抑止効果による交通安全が保たれ、多くの生命を守ることと
考えられます。　この地域は、世界遺産に指定された知床への玄関口でもあり、交通量や規程速度を超えた走
行が多くなっており、町民の総意を持って交通安全運動を進める必要があります。　このような北海道のこの地
域の特殊性を御理解いただき、この制度の再考をお願いいたします。

C

　道路以外の場所であれば、停車時に赤色灯を設置、灯火することについては、道路交通法
上、特段の規定は設けられていないが、道路運送車両法の保安基準に違反する車両等を運転
させ、又は運転すれば道路交通法第６２条に抵触する場合がある。
　　なお、御提案の車両を緊急自動車として認めることは、前回回答のとおり、道路交通に及ぼ
す影響等にかんがみて困難である。

右提案主体からの意
見に対し回答された
い。

　二回わたる回答はいづれも原則論であり、その域を超えて考察して頂かないと本件につ
いての可否の論議は検討の余地が皆無であると思われます。　北海道内の交通安全運
動については、現実に北海道、北海道警察の連携協力の下、市町村、交通安全協会、安
全運転管理者協議会等幅広い民間団体による「事故防止を切に願う心」に起因した純粋
な安全意識の高まりによるボランティア活動であります。　その中でも、３大対策（スピード
ダウン、シルバー・セーフティアップ、シートベルト・レベルアップ）の筆頭であるスピードダ
ウンへの最も効果的な運動として、警察パトカーの「レッド走行」と併せて「パトカーライト」
の定置灯火による啓発を併用して抑止効果を最大限に発揮しているものです。　このこと
については、実施関係者は勿論のこと、警察関係者からも高い評価を受けていることも
現実であります。　本構想による「パトカーライト啓発」は道路路側外・脇のスペースにより
完全停車により実施することから、緊急自動車の走行活動する際の妨害、周囲交通への
混乱を招くとは考えにくいものです。　本状況から、再々検討をお願い致します。

Ｃ

    道路以外の場所であれば、停車時に赤色灯を設置、灯火すること
については、道路交通法上、特段の規定は設けられていないが、道
路運送車両の保安基準に違反する車両等を運転させ、又は運転す
れば道路交通法第６２条に抵触する場合がある。
　　また、御提案の自動車を緊急自動車として認めるのが困難である
ことは、これまで回答したとおりである。

1052 10521020

警察、地方自治体と一体となって実施する交通安全啓発時に
限り「交通安全推進団体会員の自家用車」へ、交通安全啓発
現場での灯光の色が赤色のワンタッチ式灯火を備え付け停車
時に限って点灯すること

本来設置の認められていない、赤色灯光を搭載し、官民一体と
なって実施している交通安全啓発時に、赤色灯光を点灯させるこ
とにより、通過車両への速度抑止効果が大きい。
（条件）交通安全啓発時の停車時に限る。

北海道美幌町 きらっと街道パトライト構想

０１３００７０

原動機付自転車で
の二人乗り禁止の
撤廃

道路交通法施行
令第２３条
道路交通法第１０
８条の２第８号、
道路交通法施行
規則第３８条第８
項

原動機付自転車の乗車人員は一
人を超えないこととされている。

Ｃ

　原動機付自転車については、道路交通法上、特段の技能
がなくとも運転できるものと位置付けられており、その原動
機の定格出力も制限され、運転免許試験についても適性試
験と学科試験のみとされ、二人乗りも禁止されているところ
である。このような原動機付自転車の二人乗りは、道路交
通の安全の観点から認められない。
  なお、平成１６年中の全国における原動機付自転車二人
乗り（第１・第２当事者）と自動二輪車二人乗りの死亡事故率
（交通事故発生件数に占める死亡事故件数）は、前者の２．
３％に対して、後者は１．４％となっている。

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。

同項中、「道交法上、特段の技能がなくとも・・・」については、当該規制の緩和においては、「二人乗りをしようと
する者は、本市において二人乗りに対応できる技能の修得」を義務付け、これを習得した者に限って利用を認
めようとするものである。また、時速30kmのリミッターの整備等、安全性の維持を機能的に施すことを想定して
いる。次に、「定格出力も限定され・・・」については、二人乗りに供しようとする車両は、その強度、出力、装備に
ついてメーカーの協力を得、二人乗りに耐えうる構造に改めたものをもって認めようとするものである。また、「適
性試験と学科試験のみ・・・」の指摘については、本市において、二人乗りをしようとする者に対し、「二人乗りに
対応できる技能の修得の義務付け講習」を行い、これを習得した者に限って利用を認めようとするものである。
最後に、原動機付自転車二人乗りと自動二輪車二人乗りの事故率について触れているが、これについては、も
とより原動機付自転車は現在二人乗りを禁止しており、違法走行を敢えて行う者による二人乗りの事故率が高
いのは当然であり、認められている自動二輪と比較すること自体が不適切と考える。よって、これら技術的要求
を満足させ、社会的ニーズに応えるためにも、道交法の改正を視野に入れて特区メニューとして提案したもので
ある。

C

原動機付自転車については、道路交通法上、特段の技能がなくとも運転できるものと位置付け
られており、その原動機の定格出力も制限され、運転免許試験についても適性試験と学科試験
のみとされ、二人乗りも禁止されているところであり、したがって現在の原動機付自転車は二人
乗りを想定した構造となっていない。このような原動機付自転車の二人乗りを認めることは交通
事故の増加を招くおそれが非常に強く、前回回答のとおり、道路交通の安全の観点から認める
ことはできない。原動機付自転車二人乗り（第１・第２当事者）と自動二輪車二人乗りの死亡事故
率（交通事故発生件数に占める死亡事故件数）については、違法走行を敢えて行う当該車両の
運転者・同乗者の死亡だけでなく、法令を遵守している歩行者等の死亡をも含むものであり、原
動機付自転車二人乗りの危険性をご認識いただくために、お示ししたところである。
　　なお、原動機付自転車二人乗りをしようとする者に対して、神奈川県逗子市において二人乗
りに対応できる技能の修得を義務付け、これを修得した者に限って利用を認めることとするとさ
れているところ、当該講習内容について、実施主体が誰か、どのような講習を行い、技能の修得
をどのように認定するのか等について明らかにされておらず、また、仮に講習が適切に実施され
たとしても、同講習を修了した者と、修了していない者を外形的に見分ける方法も不明であり、御
提案を認めることはできない。
さらに、御提案を実現するため、二人乗りに供しようとする車両について、強度、出力、装備につ
いてメーカーの協力を得たいとされているが、禁止されている原動機付自転車の二人乗り実現
のために、そのような協力を行うメーカーが存在するか不明である。

右提案主体からの意
見に対し回答された
い。

提案は、現行法規上は禁止となっている行為を、安全性をクリアーし、かつ条件を付して一部を
緩和することを旨とするものであることから、現行法規の範囲で判断するのであれば、特区メ
ニューとしての提案は成り立たない。社会的ニーズ及び時代の趨勢を反映して、議論の取り掛か
りとしての提案であることを理解いただきたい。現在のモーターサイクルの現状から鑑みて、動力
を用いて運行する車両の能力、出力を見れば、もはや「特段の技能がなくとも運転ができるもの」
とすること自体が果たして相応しいものか、その位置付けについては疑問である。また、運転免
許制度からしても特段の技能がない者に免許を交付するのかという疑問もある。交通安全、交通
事故の増加の防止を図るのであれば、運転免許制度を改正し、より安全性の高い運転技能の修
得を図らせるべきである。なお、現在の原動機付自転車は二人乗りの構造になっていないとして
いるが、一部輸入車については、既に構造上可能なものも存在している。さて、安全講習、外見
的区分、協力メーカーの件であるが、実際の特区申請が可能となった場合には、次のような方法
により実施していけるのではないかと考える。安全講習等については、実施主体は逗子市及び
所轄警察署、交通安全協会等の協力を得て実施する。当然特区申請するのであるからには、公
安委員会の協力は得られるものと考えている。無論技能習得認定は所轄警察署により行われ
る。また、一定程度の経験年数も考慮し、原動機付自転車の運転免許取得後５年以上を経た者
に限るものとする。次に外見的区分については、乗車時のヘルメットに一定のシール等を貼付
し、車両にも二人乗りが可能である旨のシールを貼付する等により、識別するものとする。最後
に協力メーカーについてであるが、特区の申請が可能となれば、海外に原付二人乗りの車両の
生産ラインを持つ国内メーカーならば、容易に振り向けは可能であると考えられる。現行法規上
は禁止であるが故にメーカーは協力できないものと思われる。

Ｃ

　　原動機付自転車の二人乗りを認めることは交通事故の増加を招
く恐れが非常に強く、前回回答のとおり、道路交通の安全の観点か
ら認めることはできない。
なお、御提案によると、原動機付自転車の二人乗りを実現するため
に、講習制度や原動機付自転車の出力、構造の改良等について検
討されているところ、現行の普通自動二輪車免許を取得することによ
り御提案の内容は実現されるものと考える。

1054 10541010 原動機付自転車での二人乗りを認めることにする。

原動機付自転車の二人乗りを可能とすることで、通勤時の送迎
による交通渋滞の緩和を図る。
交通事故が発生しないように重点的講習を実施するなどしたうえ
で、二人乗りを認める。

神奈川県逗子市
原動機付自転車の利用拡
大による交通渋滞緩和

０１３００８０
信号機、道路標識
等の市による設置

道路交通法第４
条第１項

都道府県公安委員会は、道路標
識等を設置し、及び管理して、道
路における交通の規制をすること
ができる。

Ｄ－２

　交通規制は、交通違反取締り、交通事故処理等の交通管
理を目的とする他の警察活動と一体的に行われる必要があ
り、また、市の区域を越えて構成される道路ネットワーク全
体が最適に機能するように行われる必要があることから、市
が交通規制を実施するとすることは困難である。しかしなが
ら、構造改革特区「まちづくり交通安全対策事業」では、市町
村、所轄警察署、地域住民等からなる協議会が総合的なま
ちづくりの計画を策定し、その計画に基づいて都道府県警
察が交通規制を実施することとしており、提案主体の要望は
同事業により実現可能であるので、同事業を活用していた
だきたい。

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。

構造改革特区「まちづくり交通安全対策事業」では市町村を含む協議会が計画を策定し、都道府県警察が交通
規制を実施することとしているが、本市の提案の趣旨は、市の総合的なまちづくりや交通計画の観点から市独
自で判断できる交通規制や施設整備が必要であるというものである。したがって、前記の協議会の中で、逗子
市の意見等が提案できるからという趣旨ではない。例えば、警察の過度の交通安全対策と市の交通対策にお
ける渋滞解消策とが折り合わない事例等がある。また、市が道路標識等を設置する場合は、警察及び近隣自
治体へ報告することは必要であると考えているので、警察活動と連携をとり、かつ道路ネットワーク全体の機能
に配慮してまちづくり等を進めていけるものと考えている。

D-2

　市の区域を超えて構成される道路ネットワーク全体が最適に機能するような交通規制を実施
するためには、そのネットワーク全体について交通規制を一体的に実施する必要がある。市が
独自に交通規制を実施することとした場合、当該市はその区域外において交通規制を実施する
ことはできないことから、市が独自に実施した交通規制を警察及び隣接市町村に報告することと
しても、当該市の区域を超えて構成される道路ネットワーク全体が最適に機能するような交通規
制の実施が可能となるとは言えない。
　また、交通規制は、交通違反取締り、交通事故処理等の交通管理を目的とする他の警察活動
と一体的に行われる必要があり、仮に交通規制のみを市が独自に行うこととすれば、これらの活
動の一体性が失われ、適切な交通管理が実施されなくなるおそれがある。交通規制は、交通管
理を目的とする他の警察活動の状況に即して実施する必要があり、市が独自に実施した交通規
制を警察に報告することとしても、これらの活動の一体性が確保されるとは言えない。
　さらに、交通規制は、交通管理の専門的な知識・責任を有する警察が、交通の状況、周辺の交
通規制の実施状況、交通事故の発生状況、道路の形状等を勘案して実施する必要があり、警
察以外の機関が独自に交通規制を実施することとした場合、交通の流れに悪影響を与えたり、
交通事故を誘発したりするなど、交通の安全と円滑の確保に重大な支障が生ずるおそれがあ
る。
　また、道路交通法第４条第１項においては、交通の安全の確保だけでなく、渋滞対策等の交通
の円滑化も交通規制の目的とされており、交通規制は、交通の「安全」と「円滑」の調和を図りな
がら実施するものである。市の渋滞対策と連携して警察が交通規制を実施する必要がある場合
は、警察が交通の安全と円滑の調和を図りながら交通規制を実施するので、「警察の過度の交
通安全対策と市の交通対策における渋滞解消策とが折り合わない事例」がある場合は、個別具
体的に神奈川県警察に相談していただきたい。
　まちづくりの要請と道路交通の安全と円滑の確保の要請を調和させるためには、市、所轄警察
署、地域住民等の関係者が協議会等において議論を尽くす必要があり、その意味で、構造改革
特区「まちづくり交通安全対策事業」の活用が提案主体の要望を実現するための最も適切な方
法であると考えられるので、同事業を活用していただきたい。

1055 10551010
道路交通標識等の設置について、その権限を市長に委ねるも
の。

交通規制のうち、道路標識等の設置について、まちづくり、交通
計画などの観点から市が設置、変更等を行う。もって円滑な市内
交通及びまちづくりを実現する。

神奈川県逗子市
まちづくり・交通計画の推
進に資する交通標識等の
設置

０１３００９０

銃砲刀剣類所持等
取締法及び火薬類
取締法における年
齢制限の緩和

銃砲刀剣類所持
等取締法第５条
の２第２項第１号

２０歳に満たない者（日本体育協
会の加盟地方団体から国民体育
大会における射撃競技の選手又
は候補者として適当であるとして
推薦を受けた者は１８歳）は、標的
射撃の用途に供するため猟銃の
所持の許可を受けることができな
い。

Ｃ

砲のうち、猟銃（散弾銃及びライフル銃）については特に威
力が強く、引き金を引くだけで、一瞬にして第三者又は自己
に対する死傷の結果が発生し得る危険性を有するものであ
ることから、これを所持・使用する者には安全な取扱い及び
関係法令に関する高度の知識が必要であり、また、事故等
が発生した際にその責任を十分に果たすことが求められて
いる。このため、猟銃の所持が可能となる年齢については
一般には２０歳以上（成人）とし、国民体育大会における射
撃競技の選手又は候補者として適当であるとして日本体育
協会の加盟地方団体から推薦を受けた者については、一般
的に社会的な責任を負える年齢として広く認められている１
８歳以上としているところである（なお、猟銃より威力の格段
に弱い空気銃については、推薦により１４歳から所持が可能
である。）。また、猟銃の所持可能年齢については、低年齢
者による猟銃を使用した事件・事故の状況にかんがみ、昭
和３７年及び昭和４１年の銃砲刀剣類所持等取締法改正で
順次引き上げられてきたところでもある。このようなことか
ら、特区においても猟銃の所持可能年齢を引き下げること
はできない。

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。
また、射撃教習においては、
猟銃の所持許可を取得して
いない者が射撃を行っている
ことから、オリンピック等の国
際大会に出場できる選手の
育成のため、猟銃の所持許
可の対象外である１５歳以上
１８歳未満の者について、射
撃教習と同様に使用場所は
教習射撃場に限定し、使用時
は射撃指導員による指導の
下に行い、猟銃については教
習射撃場備え付けのものを
使用する場合には、猟銃を使
用し射撃練習を行うことは可
能かについて回答されたい。

当提案は、スポーツ競技としての観点から、クレー射撃競技に不可欠な瞬発力・反射神経・判断力等を早期に
習得できる環境を確立し、将来オリンピックに出場できるような選手を育成するため、年齢制限の緩和により、日
本体育協会の加盟地方団体から推薦された１５歳以上の若者が猟銃等講習会と岡山県クレー射撃場内に限り
射撃教習講習が受講できるものとする。なお、銃の所持の許可については、本法の規定による可能年齢を満た
してから受けるものである。射撃教習講習では射撃場に備え付け銃、または貸し付け銃を使用するため、銃及
び火薬の取扱いについては不正使用や不法所持等が発生するものではない。射撃場は、日本クレー射撃協会
のアジア大会クラスの公認基準を満たす射撃場として平成１６年３月完成し、実包保管庫を備え、環境面(鉛対
策)・安全面等を考慮された施設である。この施設内で、NPO法人岡山県クレー射撃協会の熟練会員による銃
及び火薬の取扱いの指導にあたる。

C

　猟銃（散弾銃及びライフル銃）は、その構造上、１㎏から２㎏程度の力で引き金が落ちるように
なっていることから、ほんの一瞬の誤操作で弾丸が発射されるものである。さらに、壁、立木等に
銃を当てたり、銃を落としたりした衝撃でも、暴発をする危険性もある。そして、一旦弾丸が発射
されたならばその射程が数十メートルに及ぶことから、射手本人のみならず、周囲の第三者にも
死傷の結果を惹起するおそれがあり、このような構造上の危険性は、指導員を付すことによって
も防止することは不可能である。また、本件提案は、日常的に射撃練習を行えるようにするとの
ものであることからすれば、上述の危険性が顕在化する時間は長時間に及ぶものと認められ
る。
　　このようなことからすれば、安全性確保の観点等から、１８歳未満の者に猟銃の射撃（所持・
使用）を認めることはできない。
　　なお、射撃場内に限って備付け銃を使用して射撃練習を行うことについては、保管の不徹底
による盗難・亡失や目的外使用を防止し得るものではあるが、上述の銃砲そのものが有する危
険性をいささかも減ずるものではないことから、そのような措置をとることとしても、１８歳未満の
者の射撃を認めることはできない。

右提案主体からの意
見に対し回答された
い。

わが国の法律では１８歳未満を児童として定義されているためか、１８歳という年齢を制
限の基準としている。しかし、１５歳という年齢は義務教育で学力・知識を習得しており、
体格・体力は１５歳と１８歳の差異がない（文部科学省による平成１５年度体力・運動能力
調査結果を参考）。また、民法においては満１５歳以上の者は一般に自分の行為の結果
を認識・判断できるという意思能力を有するものとして取り扱われている。よって、年齢の
規制緩和としての１５歳は適当な年齢であると考える。まず、本法で定められた銃及び火
薬の取扱いの法令講習については、年齢による特段の待遇をされるものではない。次
に、現行の射撃練習では第三者に危害が及ぶおそれがあるのであれば、限られた範囲
でしか動かない、たとえば固定された銃の状態で行うものとし、高度の知識を有する指導
者がマンツーマンでこれに当たるものとする。以上、当提案は年齢の規制緩和により岡山
県クレー射撃場内に限り、限られた若者がクレー射撃競技を早期習得できる環境の確立
を図りたい。

Ｃ

　銃刀法では、猟銃の所持が可能となる年齢については一般には２
０歳以上（成人）としつつ、国民体育大会における射撃競技の選手又
は候補者として適当であるとして日本体育協会の加盟地方団体から
推薦を受けた者について１８歳以上としているのは、この法令が一般
的に社会的な責任を負える年齢として幅広く認められていることによ
るものである。
　　猟銃を限られた範囲内でしか動かせないこととしたり、指導者が
マンツーマンで指導することとしても、銃砲そのものが有する危険性
をいささかも減ずるものではないことから、このような措置をとるとし
ても、１８歳未満の者の射撃を認めることはできない。

1056 10561010 「１８歳」を「１５歳」に緩和する。

国際的な大会が開催可能な岡山県クレー射撃場に限り、日本体
育協会の推薦を受けた者は所持許可が受けられ、当施設内で銃
器を貸与できるものとし、オリンピックなどの国際大会に参加でき
る能力をもった選手を育て、青少年の健全な育成と社会的自立
を促進し、併せて地域振興や活性化に繋げる。

岡山県岡山市
クレー射撃競技国際大会
強化選手育成構想

０１３０１００

港湾施設である道
路を走行する車両に
対する制限外積載
許可条件の緩和

道路交通法第５７
条及び第５８条

貨物が政令で定める積載重量等
の制限を超える場合は、出発地
警察署長の許可を受けなければ
ならない。

Ｄー１

　自動車の乗車人員と積載物の重量は、自動車検査証等に
記載された人員及び最大積載量を超えてはならないこととさ
れていることから（道路交通法第57条第１項及び道路交通
法施行令第22条）、道路運送車両法に適合しない車両は、
そもそも道路交通法第57条第３項に規定する制限外積載許
可の対象とはなり得ないと解される。仮に当該専用架台（パ
レット等）輸送用車両が、道路運送車両法に適合し運行の
用に供することができるとされた場合において、そのパレット
等を分割できない一つの貨物と見ることができるのであれ
ば、制限外積載許可の対象となるものと考える。
　なお、道路交通法令上、制限外積載許可をする場合の積
載重量等の上限は定められておらず、また、各種通達等に
おいてもそのような制限は定められていない。

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。
また、道路交通法が適用され
る道路の一部分を一時的に
遮断し、一般車両との混在を
防止する措置をとることで、
当該部分を道路交通法の適
用除外とすることは可能かに
ついて回答されたい。

・警察庁殿からの回答では、今回提案した特殊車両で輸送する専用架台が分割できない貨物であれば、現行
法での制限外積載許可の取得の対象となるとのことですが、具体的な判断プロセスについてご教示いただけれ
ば幸いです。

D-1

　千葉県警察の所轄警察署長が個別具体的な事情を勘案し、制限外積載許可の対象となるか
を判断して許可を行うが、その判断基準等については警察庁が所要の調整を行う。
　　また、本提案の道路の一部分を一時的に遮断し、一般車両との混在を防止する措置をとった
結果、当該道路が「一般交通の用に供するその他の場所」に該当しなくなった場合は、そもそも
道路交通法は適用されないことから、当該道路を道路交通法の適用除外とする必要はない。

右提案主体からの意
見に対し回答された
い。

・警察庁殿からの回答では、道路の一部分を一時的に遮断し、一般車両との混在を防止
する措置をとった結果、今回提案の道路が「一般の交通の用に供するその他の場所」に
該当しなくなった場合は道路交通法が適用されないとのことですが、一般車両との混在を
防止する措置の具体的な判断プロセスについてご教示いただければ幸いです。

Ｄ－１

　  千葉県警察が個別具体的な事情を勘案し、一般車両や歩行者と
の混在を防止するなどの「一般交通の用に供するその他の場所」に
該当しなくなるような具体的な措置が講じられているかどうかについ
て判断することとなるが、その判断基準等については警察庁が所要
の調整を行う。

1060 10601020

・鉄鋼製品等の重量物を大ロットで積載できる専用架台（パ
レット等）輸送用車両については、港湾施設である道路を走行
する場合に限って、道路交通法で定める積載重量等の制限を
超えることとなる場合、および道路交通法で定める制限以外の
各種通達・基準・例規等で定める制限を超えることとなる場合
において、道路交通法で定める制限外積載許可を取得するこ
とが可能とする。

・臨港道路等の港湾施設である道路は、実態として不特定多数
が利用するにより道路交通法が適用される。そのため、港湾施設
である道路を利用しての公共岸壁までの陸上輸送では、道路交
通法第57条の規程（大きさ、積載の制限等）に準拠した車両を利
用する必要があるが、現行法に準拠した車両を利用しての鉄鋼
製品等の重量物の陸上輸送は、輸送ロットが小さくなり、港湾施
設の能力に見合う大ロットでの効率的な公共岸壁までの陸上輸
送ができない。また大量の車両が必要となることから通行台数増
による一般交通への影響さえも懸念されるため、鉄鋼製品等の
重量物の出荷する際、公共岸壁はほとんど利用できない。以上
のことから、鉄鋼製品等の重量物を大ロットで積載できる専用架
台（パレット等）輸送用車両については、構造改革特別区域として
認定された港湾施設である道路を通行する場合に限って、制限
外積載許可の取得が可能とし、港湾施設の能力に見合う大ロット
で効率的な陸上輸送を実現することで、鉄鋼製品等の重量物輸
送事業の効率化を図る。またこの事業を通じて、公共港湾施設
の利便性の向上を図り、とん税収入・港湾施設利用料収入増等
による地域の経済安定化・活性化を期す。

新日本製鐵㈱君
津製鐵所

木更津南部地区物流特区
構想

０１３０１１０

軽車両による高速自
動車国道の通行可
能化

高速自動車国道
法第１７条、道路
運送車両法第２
条

高速自動車国道法第１７条第１項
は「何人もみだりに高速自動車国
道に立ち入り、又は高速自動車国
道を自動車による以外の方法より
通行してはならない。」と規定し、
自動車以外の通行及び出入りを
制限している。

Ｃ

高速自動車国道を高速で通行する自動車と、低速の自転車
等が混在することは、交通安全上極めて危険な状況であ
り、これらを確実に分離することができ、かつ双方にとって安
全を十分に確保できる分離施設の設置が不可欠であるが、
現状において、一時的に設置できるそのような施設の確保
は、極めて困難である。また、一時的に自動車の通行を禁
止することについては、高速自動車国道は、全国的な自動
車交通網の枢要部分を構成しており、通行止めにより、道
路利用者のみならず、経済的社会的に大きな損失を与える
こととなり、対応は極めて困難である。

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。

・高速自動車国道を通行止めにすることで、社会的経済的な影響があることは想像できるが、通行止めにしてイ
ベントを実施することで、地域への社会的経済的な効果があることも想像できるところである。「損失を与える」と
いうことが認められない理由であれば、通行止めにすることによる利益が、通行止めにすることによる損失より
大きいと言えれば問題がないのか。伊勢自動車道を自転車で走ってお伊勢参りを実現するイベントを開催すれ
ば、相当数の誘客があり、地域にもたらされる社会的経済的な利益は大きいと思われる。また、イベント実施の
ためには半日程度の通行止め（しかも片側路線のみ）が実現すれば良いと思われる。利用状況は季節、曜日、
時間帯によって異なるはずなので、損失が小さくなる時間帯で設定することも考えられる。
・伊勢自動車道における日平均利用台数は約４万台であるが、路線によっては数百台、数千台のところもある。
そういった路線では、通行止めにすることによる損失はより小さいと考えられるので、全国一律に認められない
とする理由はなく、たとえ伊勢自動車道による実現は不可能であっても、特定地域であれば可能ではないか。

C
高速自動車国道は、自動車の高速交通の確保を図るため必要な道路であり、イベント等への活
用により自動車の高速交通を一時的に制限する際、代替する同等の高いサービス速度を提供
できる道路の確保が極めて困難であると認識しており、対応は困難である。

右提案主体からの意
見に対し回答された
い。

・イベント活用で通行止めにした場合、高速自動車国道によって提供されているものと同
等の高いサービス速度を代替する手段はないが、目的地へ到達するための他の道路は
存在しており、通行止めによって利用者に多少の不便を強いることにはなるが、目的地へ
到達できないという根本的な問題は生じない。
・高速自動車国道が自動車の高速交通の確保のための施設であることは理解できるが、
それだけの目的に限定して存在させる理由がどこにあるのか？既存の社会資本を有効
活用するという観点から、イベントなどで地域活性化のための活用を認めることが必要で
あり、それはまた、高速自動車国道の価値を高めることにもつながることだと考える。

・また、伊勢自動車道においても季節・区間によって交通量に差があることは、日本道路
公団へ問い合わせた断面交通量のデータ（別添資料）のとおり。８月は全線で断面交通
量が多く、区間別で見れば、関JCT～勢和多気の区間では上下線それぞれで10,000～
15,000台／日が通行しているのに対して、勢和多気～伊勢までの区間は、上下線それぞ
れで10,000台／日に満たない。お伊勢参りを中心にした自転車イベントであれば、この断
面交通量が比較的少ない区間を通行止めにすることで実施可能である。さらに時間的な
データも加味すれば、区間・季節・時間帯によっては、イベントに伴う通行止めによる経済
的社会的損失を小さくすることは可能と考えるので、こういった路線ごとの実情も踏まえた
上で検討していただきたい。

Ｃ

　前回回答の通り、高速自動車国道は、自動車の高速交通の確保を
図るため必要な道路であり、イベント等への活用により自動車の高速
交通を一時的に制限する際、代替する同等の高いサービス速度を提
供できる道路の確保が極めて困難であると認識しており、対応は困
難である。

1100 11001010
自動車に限定されている高速自動車国道の通行を、軽車両で
も可能とする。

自動車に限定されている高速自動車国道の通行を軽車両でも可
能とすることで、自転車を利用した国内旅行の新しい形を提案す
ることができるとともに、環境配慮型の観光スタイルを普及させら
れる。
伊勢自動車道を自転車で通行できるようにすることで、自転車に
よるお伊勢参りを実現し、日本全国からの誘客と、自転車文化が
根付いている欧州からの旅行客の誘客を目指す。
常時での通行は不可能でも、自転車で伊勢自動車道を伊勢まで
走るイベントを実施することで、自転車によるお伊勢参りを実現す
る。

伊勢自転車愛好
会

自転車を活用した伊勢再
生特区

０１３０１２０

道路交通法施行令
における「道路維持
作業用自動車」要件
の緩和と、着脱式回
転灯の設置可能化

道路交通法第４１
条第４項、道路交
通法施行令第１４
条の２、同第１４
条の３

「専ら道路の維持、修繕等のため
に使用する自動車で政令で定め
るもの」が「道路の維持、修繕等
のための作業に従事している場
合」に、最低速度遵守義務等の適
用除外が認められている。

Ｃ

　道路交通法第４１条第４項の規定は、道路の維持、修繕等
のために低速で走行しなければならないなどの道路維持作
業用自動車固有の特殊事情と道路維持作業用自動車の道
路交通における役割の重大性に着目して、道路維持作業用
自動車のためにのみ設けられた規定である。したがって、本
条の適用対象を他の業務を行う車両にまで広げることは、
適当でない。

一般道路が河川堤防の堤防
道路としての役割を兼ねてい
る地域においては、洪水時に
専任水防団、水防協力団体
が行う活動は、河川の巡視、
漏水防止作業の他に道路の
維持補修作業を行うのが常
である。この場合、水防活動
と道路維持作業は一体のも
のであることから、専任水防
団及び水防協力団体が使用
する私有車両について、その
車両を限定し、堤防を使用し
た一般道路で行なう巡視や
水防作業に限り、道路維持作
業自動車として認めることは
可能かについて、右提案主
体からの意見も踏まえ回答さ
れたい。

ご回答では、「本条の適用対象を他の業務を行う車両にまで広げることは、適当でない」とあるが、本市の専任
水防団及び水防協力団体の活動は、道路を守る道路維持作業に該当する業務内容であり、本市の水防団等
が使用する車両は目的や役割においても道路維持作業用自動車と何ら変わるものではない。

例えば、本市において、洪水時、専任水防団及び水防協力団体が堤防を使用した一般道路で行う巡視は、道
路維持パトロールと同様であり、当該道路の路肩等から漏水を発見した場合には、堤防の決壊要因とならない
ように応急対策を講ずるが、これは同時に道路を守る道路維持作業に該当し、道路維持作業用自動車固有の
特殊事情と、道路維持作業用自動車の役割の重大性において何ら変わるものではないので、特区として認めら
れたい。
なお、実際に道路維持作業用自動車として認める際には、市長の指示に基づいて、水防団員及び水防協力団
体が使用する私有車両を事前に限定し、堤防を使用した一般道路から行う巡視や作業時に限り認めることとす
る。さらに団員等への講習を行い、法のもとに道路維持作業用自動車の適切な運行を図っていくが、、貴庁とし
て更に必要な条件等があればご教授いただきたい。

本年、水防法の改正によって水防協力団体制度が創設され、本市はその活用を図っていくが、水防団員以外
の方がその車両を用いて水防活動を行う際には、一般車両への注意喚起やその方々の安全確保等を確保す
るために、他車両との区別が必要となる。また、河川改修や浚渫などハード面だけでなく、地域自らが一体とな
り水害から地域を守る体制づくりといったソフト面に重点がおかれてきていると考える。
したがって、本市において水害から地域を守るという重大使命を果たす上で、本提案は必要不可欠であるた
め、ぜひ認められたい。

C

　道路交通法施行令第１４条の２各号に規定する道路維持作業用自動車は、その通常の用途が
道路の維持、修繕、道路標示の設置、道路の管理者による道路の損傷箇所等の発見という道
路維持作業に供するものであって、構造等の要件を満たしているものについて認められる。一般
道路が河川堤防の堤防道路としての役割を兼ねている地域における洪水時の巡視が道路維持
作業にも該当し得ることをもって、御提案にあるような、水防作業及び自動車の所有者の私用等
に用いられる自動車は、道路維持作業用自動車として必要な構造又は装置を備えておらず、そ
の要件を備えていない一般車両を、道路維持作業用自動車とし、各種の特例措置を認めること
はできない。
　なお、御提案の趣旨が、水防活動に使用する車両と他車両との区別にあるのであれば、現行
制度下においてもその目的を達する方法があると考える。

右提案主体からの意
見に対し回答された
い。

　ご回答にある必要な構造又は装備については、道路交通法施行令第１４条の２に規定
する ①特別な構造又は装置を有する自動車、②車体を塗色したもの　を指すと思慮す
る。
　道路交通法が特区制度の対象となるのであれば、本市提案に対し貴庁は、①及び②以
外の本市提案に基く車両を特区として認めた場合に生じる、リスクと岐阜市民の公益を
計った上で、否定の結論を出されていると考える。
　従って、①及び②の要件以外に認めない具体的な理由を明示されたい。なお、具体的
な理由がない場合は、本市の特区提案を認められたい。

Ｃ

道路維持作業用自動車の要件である「特別な構造又は装置」や「塗
色」については、交通規制の一部免除が認められている道路維持作
業用自動車を必要なものに限定し、かつ他の車両と誤認されないよ
うに、交通の安全という観点から、外観上、道路維持作業用自動車
であることが明白であるようにし、周囲のドライバーが容易に判断す
ることができるようにするために、定められているものである。
御提案の車両については、その行う業務が道路維持作業と異なり、
さらに、道交法上の交通規制の特例を認める必要性もないと考えら
れ、提案を認めることはできない。
 なお、一般車両との区別をするためであれば、他の方法をとること
が適当と考える。

1108 11081010

専任水防団及び水防協力団体が使用する私有車両につい
て、その車両を限定し、堤防を使用した一般道路で行なう巡視
や水防作業に限り、道路維持作業自動車として認め、ゴムマグ
ネット等による着脱式の黄色回転灯の装備を可能とする。

岐阜市水防団及び水防協力団体がゴムマグネット等による着脱
式の黄色回転灯を装備使用し、一般車両との事故を未然に防
ぎ、安全に水防活動である河川パトロール等を行う。

岐阜県岐阜市
回転灯で洪水から守る市
民の安全特区



 01 警察庁（特区）
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０１３０１３０

道路交通法等への
緊急自動車の免責
事項の追加

民法等

道路交通法上、車両が事故を起
こした際どの車両にどの程度の過
失があるかについて規定した条項
は存しない。

Ｅ

道路交通法は、「交差点又はその附近において、緊急自動
車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両
（緊急自動車を除く。以下この条において同じ。）は交差点を
避けて、かつ、道路の左側（一方通行となっている道路にお
いてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げること
となる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。）
に寄つて一時停止しなければならない。」（第４０条）と規定
し、緊急自動車に対して、一般の自動車に優先する地位を
与えているほか、通行方法について特例を設けており、緊
急用務中の緊急自動車が迅速・安全に走行できるように措
置されており、道路交通法を遵守して走行している緊急自動
車について免責条項を設けることは不要である。

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。

回答中にある、道路交通法上にはどの程度の過失があるかについて規定した条項は存しないということついて
は、理解をしている。本提案は、現在存しない過失に関する条項を、新たに追加していただきたいという主旨で
ある。
というのは、回答中にあるように道路交通法で緊急自動車の優先等を規定しているにも関わらず、現状は、法を
遵守し法に基づき緊急走行している緊急自動車が、交差点等において非常に長い通過時間を要し、また事故
を起こしているという現状があり、迅速・安全な現場到着が行えず、人命の救出・救助等が行われていないと考
えるためである。
現場への到着遅延や事故が増加する原因には、一般車両が緊急自動車に道を譲らないということが考えられ
る。これは、法が施行された当時と比較し、車の台数の飛躍的な増加、エアコン等の普及で窓を閉め切った状
態で走行する機会が増えたこと、車の機密性の向上等により、緊急車両のサイレン音が一般車両の運転者に
聞こえにくく、緊急自動車に気づかないという理由が考えられる。独自調査では、緊急車両の前方２０mの位置
に一般車両を置き、その車内でサイレン音を測定すると７０～７５㏈、また交差点の手前１０mの位置に緊急車
両を置き、交差点から左右２０mの位置に一般車両を置き車内で測定すると５５～６０㏈という結果であったが、
窓を閉め切った状態で車内でステレオなど聞いていると、車内は通常７５～８０㏈の音量となり、緊急車両が直
近まで接近しないと気が付かないのが通常であることが分かる。更には、緊急自動車の接近に気づいても道を
譲らず自分勝手に走行してしまう運転者も残念ながら見受けられる。
よって、迅速・安全な現場到着を行うためには、一般車両の運転者が、これまで以上に緊急自動車に対して注
意を払い、緊急自動車の接近により早く気づくよう、また気づいたら法に定める停止等をより確実に行うようにす
る必要があり、それには、法を遵守し最大限の注意を払って走行していた緊急自動車と注意義務を怠った一般
車両が事故を起こした場合には、緊急自動車は免責となる条項を道路交通法に設けることが必要であると考え
る。
ついては、緊急自動車の迅速かつ安全な現場到着が現状、法により確実に確保されていると言えず、特区制
度によってこれを確保する必要があるという本市の上記意見を踏まえ、再度、本提案についてご検討いただき
たい。

E

　前回の回答にあるように、現行の道交法上において、緊急自動車が迅速・安全に走行できる
ような措置は既になされている。
　また、法を遵守し最大限の注意を払って走行していた緊急自動車と注意義務を怠った一般車
両が事故を起こした場合、そのときの具体的な状況に応じて過失割合が認定された結果、仮に
緊急自動車に過失がないと判断されれば、そもそも責任を負わないものと考えられる。

右提案主体からの意
見に対し回答された
い。

　特区提案制度は、現状を変革し、より良くしていくための制度と考えており、現状が的確
に把握されなければ特区提案制度自体の意味がないと考えるが、現在、緊急自動車が
迅速・安全な現場到着を行えず、人命の救出・救助等が行われていないという現状を的
確に認識された結果、現状の措置で十分であるとのお考えであるのかを明示いただきた
い。

　さらに、「仮に緊急自動車に過失がないと判断されれば、そもそも責任を負わないものと
考えられる」とあるが、本市が問題としているのは、現行制度では、実際に法を遵守し、最
大の注意を払っても運転していたとしても、事故の際に裁判等において「過失がない」と判
断される可能性が非常に少ないということである。その現状を変革し、法を遵守し最大限
の注意を払って走行していた緊急自動車と注意義務を怠った一般車両が事故を起こした
場合という条件をつけた上で、緊急自動車の過失を無しとすることで、一般車両の運転者
に緊急自動車への注意をより促し、緊急自動車の迅速・安全な走行を確保することを目
指すものである。

Ｅ

これまで回答したように、現行の道交法において、緊急自動車が迅
速・安全に走行できるようにするための措置は、既に講じられている
ところである。
なお、緊急自動車が「法を遵守し最大限の注意を払って走行してい
た」こと及び相手側の一般車両が「注意義務を怠っ」て事故を起こし
たことを立証できれば、緊急自動車側に責任がないことは明らかにさ
れたと考えられ、貴市の意見にあるように、裁判等において緊急自動
車の運転者に「過失がない」と判断されることが少ないのであれば、
それは当該緊急自動車の運転者が法を遵守し、注意を払う程度が
「過失がない」と判断できるまでには十分ではなかったためであると
考えられる。
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緊急自動車が交差点に進入する際、道路交通法を遵守し、最
大の注意を払いながら進入したにも関わらず、注意義務を怠
り、緊急自動車の接近を知りながら、交差点に進入した一般車
両と衝突した場合には、緊急車両の過失割合は無しとするよう
道路交通法等に緊急自動車の免責条項を設ける。

緊急自動車のより安全かつ迅速な走行及び現場到着 岐阜県岐阜市
救え命、急ぐぞ現場へ！
特区

０１３０１４０

道路管理者が設置
する有料道路駐車
場を自動車車庫とし
て利用する特例

自動車の保管場
所の確保等に関
する法律第３条
自動車の保管場
所の確保等に関
する法律施行令
第１条

　自動車の保有者は道路上の場
所以外の場所に、その自動車の
保管場所を確保しなければならな
い。保管場所とは、車庫、空き地
その他自動車を通常保管するた
めの場所をいい、これは、自動車
を使用しないときにはその自動車
を必ず駐車させることができる場
所であることを要することであり、
自動車の保管場所の確保等に関
する法律施行令第１条各号の要
件にすべて該当しなければならな
い。

Ｄー１

　道路管理者が設置する市営駐車場内であっても、自動車
の保管場所の確保等に関する法律に規定する保管場所とし
ての要件を満たす限りは、保管場所として認められる。
　具体的には、その駐車場に十分なスペースがあり、かつ、
２４時間営業であって、自動車の保有者がその自動車を使
用しないときには必ずその駐車場内に駐車できる場合に
は、適正な保管場所として認めることができるが、逆に、他
の自動車により「満車」となってしまうような時間貸し駐車場
は、適正な保管場所とは認められない。
　このため、市営駐車場を保管場所として申請等をしようと
する者から、「保管場所の使用権限を疎明する書面」として、
駐車場賃貸借契約書等の提出を受けることに加えて、その
駐車場が他の自動車により「満車」になってしまうことはない
ということを警察署長が確認する必要がある。
　市営駐車場が他の自動車により「満車」にならないように
するためには、例えば、出入庫する車両をコンピュータで管
理している駐車場において、その駐車場を保管場所として
いる自動車の駐車スペースは必ず空けておくように出入庫
車両の台数を管理することなどが考えられる。
　駐車場管理者が、そのような駐車場運営を行うことを確約
する場合には、道路管理者が設置する市営駐車場内であっ
ても、適正な保管場所として認められる。

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。

　自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条に定める要件の内、第１号及び第２号については、市
営駐車場が他の車両により満車とならないような措置をとることや、24時間営業として、常に支障なく出入させる
ことにより対応は可能と考えられます。
　ただ、第３号の、「当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権限を有すること。」という条
項については、公共駐車場が行政財産であることから、地方自治法の定めにより利用者に対して私権を設定す
ることができず、「保管場所の使用権限を疎明する書面」を発行できません。そのため、これまで自動車車庫と
して認められなかった経緯があります。
　しかしながら、本市が設置する公共駐車場では、定期券を交付することにより長期に渡る使用を認めており、
実質的には自動車車庫として使用させることが可能となっております。なお、定期券利用者は券購入時に申請
書を提出しており、利用者の住所氏名や車両番号を管理しておりますので、使用権限を疎明する書類に代え
て、定期券の購入を証明する文書を発行することは可能と考えられます。
　そのため、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第3号の規制を緩和し、公共駐車場におい
ては、使用権限の設定をせずとも自動車車庫として活用できるよう要望します。

D-1

　公共駐車場を保管場所として利用する場合は、例えば、１００台の駐車スペースを有する駐車
場において、１０台の駐車スペースを定期利用することを認めたときには、駐車場内の時間貸し
駐車台数が９０台になった時点で時間貸し利用者に対して満車であることを表示するなどの台数
管理を行うとともに、満車時において空車スペースを待つ車両があったとしても、駐車場を保管
場所として利用している自動車は支障なく駐車場内に入庫できることなどにより、駐車場が他の
自動車により満車となってしまうことがないように運営が行われている必要がある。
　そして、そのような駐車場を保管場所として使用する場合は、自動車保管場所証明申請書又
は自動車保管場所届出書に添付する「自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所とし
て使用する権原を有することを疎明する書面」として、定期駐車利用承認書、保管場所使用承諾
証明書等の駐車場名、駐車場管理者、駐車場利用者住所氏名、自動車登録番号、駐車場利用
承認期間等が記載された当該駐車場を定期利用することを疎明する文書を提出し、警察署長
が、保管場所として使用する当該駐車場が上記のような管理運営がなされているものであること
を確認すれば、当該駐車場を自動車の保管場所として認めることは可能である。
　なお、上記のような管理運営がなされている駐車場についての定期駐車利用承認書を添付し
た保管場所申請について既に自動車の保管場所として認めているところである。

右提案主体からの意
見に対し回答された
い。

①「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条」に「当該自動車の保有者が
当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。」と定められている。
一方、「地方自治法第238条の4」において、行政財産には私権を設定できないものとされ
ている。この場合、「保管場所として使用する権原を与えること」と、「行政財産である市営
駐車場に私権を設定できない」ことは矛盾するように思われるが、この点について貴庁の
見解をご教示願いたい。
②既に自動車の保管場所として認めている公共駐車場について、具体的な管理主体名
や駐車場名をご教示願いたい。

Ｄ－１

　①　地方自治法の解釈について回答できる立場にはないが、自動
車の保管場所の確保等に関する法律施行令第１条第３号の規定に
よる「保管場所として使用する権原を有する」とは、保管場所として使
用する土地又は建物につき、当該場所が法令上保管場所として使用
し、又は自動車が進入することが禁止されている場所以外のもので
ある場合において、所有権、賃借権等の権利を有することを意味して
おり、保管場所として駐車場を定期利用することを疎明する文書を警
察署長に提出していただくことにより当該駐車場を自動車の保管場
所として認めることは可能である。
　②　財団法人東京都道路整備保全公社が管理する駐車場につい
て、自動車の保管場所として認めていることを把握している。

1112 11121020

　本市の中心市街地では、再開発事業の進展に伴い商業集
積が進み、駐車場整備台数も増加傾向にありますが、小規模
駐車場が多く、自家用車や社用車を保管するための車庫が不
足しております。その結果、社用車を分散して保管しなければ
ならず、業務の非効率化を招く状況も見られます。市が有料道
路整備事業で設置した駐車場は530台の収容台数を有します
が、特定個人に優先的かつ独占的に車室を利用させることが
できないため、自動車車庫として認められません。
　具体的には、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施
行令第一条」において、自動車保管場所の要件が明記されて
おり、第3号の規定により、自動車の保有者が保管場所として
の権原を有することが必要とされております。しかしながら、権
原を有さずとも、行政財産の使用許可により場所を特定し、長
期利用可能な定期券（当市では6ヶ月定期券を発行）を購入す
ることで実質的には専用車庫として使用させることが可能と考
えられます。
　これらの規制を撤廃し、市営駐車場を自動車車庫として活用
することが、地域の利便性向上、経済活動の効率化及び路上
駐停車の削減に寄与すると考えられます。

事業の内容：市営駐車場の一部を自動車車庫として活用。

事業による効果：
・自動車車庫の確保による路上駐停車の予防
・周辺事業者の社用車管理効率化
・市営駐車場の利用率向上

福島県郡山市
公共駐車場有効活用によ
る自動車車庫確保プロジェ
クト

０１３０１５０
周辺環境に調和した
道路標識特区

道路標識、区画
線及び道路標示
に関する命令別
表第２（第３条関
係）備考

　規制標識及び指示標識につい
ては、道路の設計速度、道路の形
状又は交通の状況により特別の
必要がある場合にあっては、寸法
の２倍まで拡大し、又は寸法の２
分の１まで縮小することができる。
　　柱の色彩は、原則として、灰色
又は白色とする。
　　区域を定めて行う交通の規制
を表示する道路標識（以下「区域
規制標識」という。）を設置する場
合には、当該区域規制標識に白
色又は灰色の長方形の背板を設
けることができる。

Ｄー１

　規制標識及び指示標識については、道路の設計速度、道
路の形状又は交通の状況といった地域の特性及び事情に
より特別の必要が認められる場合であれば、規定の寸法の
２分の１まで規制標識等を縮小することは可能であるから、
具体的な要望について都道府県警察に相談していただきた
い。
　また、柱及び標識の裏面の色彩は、原則として灰色又は
白色とされているが、周辺の景観保持等のため必要がある
場合は、茶系色等を用いることができるとされており、現に
そのような色彩の柱や標識が設置されている例も見られる
ので、具体的な要望について都道府県警察に相談していた
だきたい。
　なお、区域規制標識等に背板を用いているのは、区域規
制等であることを運転者に対して分かりやすく明示するため
であり、道路が市町村や都道府県の区域を越えてネット
ワークを構成していることにかんがみると、他の道路標識と
同様、全国一律の形状、色彩でなければ、その目的を達す
ることができず、また、道路標識の視認性を確保する必要も
あることから、背板の色彩や形状を変更することは困難であ
る。

1190 11901010

　道路標識については、「道路標識、区画線及び道路標示に
関する命令」により、標識板の寸法、柱の色彩および背板の色
彩等に関して、全国一律に規定されている。道路標識の表示
機能には影響を及ぼさない範囲において、安全かつ円滑な交
通を確保できることを前提として、当該命令のうち、道路標識
の標識板の寸法、柱の色彩、標識の背面の色彩等に関して
は、地域特性に応じた柔軟な運用をできるようにする。

１，寸法
○現行では、道路標識のうち、規制標識及び指示標識について
は、特別な必要がある場合、規定の寸法の２分の１まで縮小でき
ることとしているが、この対象を道路標識全般に拡大する。
○「特別な必要がある場合」を、安全かつ円滑な交通を確保する
ことを前提として地域の特性および事情に応じて変更可能とす
る。
２，柱の色彩
○現行では「原則として、白色又は灰色」としているところ、地域
の特性に応じた適切な色彩を選定することが可能とする。
３，背板の色彩及び形状・裏面の色彩
○現行では、色彩は「白色又は灰色」、形状は「正方形又は長方
形」としているところ、地域の特性に応じた適切な色彩および形状
を選定することが可能とする。また、裏面の色彩についても、選
定することを可能とする。

金沢市
「周辺環境に調和した道路
標識特区」

０１３０１６０
アーケード下の車両
通行規制の緩和

道路交通法第４
条第１項、第８条
第１項、第９条
アーケードの取扱
について（昭和３
０年２月１日付け
国消発第７２号・
発住第５号・発備
第２号）

　都道府県公安委員会は、道路
標識等を設置し、及び管理して、
道路における交通の規制をするこ
とができる。
　アーケードの設置場所は、歩車
道の区別のある道路の歩道部分
又は車馬の通行を禁止している
道路とする。

Ｄー１

　アーケードの取扱について（昭和３０年２月１日付け国消発
第７２号・発住第５号・発備第２号）中のアーケードの設置基
準１(6)によれば、道路交通の状況等の地域の特殊性によ
り、都道府県警察が基準の一部を適用する必要がないと認
める場合には、基準を適用せず、車両の通行を禁止する交
通規制の解除を行うことは可能とされている。そして、商店
街における車両の通行を禁止する交通規制の解除につい
ては、都道府県公安委員会が、歩行者の通行実態、道路の
幅員、路面の安全性、歩行者と車両を分離する措置、地域
住民、商店街関係者、商店街を利用する歩行者等の意見等
の諸条件を総合的に勘案して、交通の安全と円滑の確保、
交通公害の防止等の観点から個別に決定しているので、具
体的な要望について都道府県警察に相談していただきた
い。

1222 12221010
商店街の上部に全開閉式のアーケードがありますが、この下
を車両が通行できるようにします。

アーケードの下を車両が通行できるようにすることで、人手のない
商店街の寂れた雰囲気を取り除き、さらには、人の往来を呼び起
こし、昔の活気ある商店街を取り戻します。

今治市本町１丁
目商店街（町内
会）

本町商店街イベント交通
特区制度

０１３０１７０

商店街における車
両通行禁止区域の
解除（歩行者天国制
度の廃止）

道路交通法第４
条第１項

都道府県公安委員会は、道路標
識等を設置し、及び管理して、道
路における交通の規制をすること
ができる。

Ｄー１

商店街における車両の通行を禁止する交通規制の解除に
ついては、都道府県公安委員会が、個別に決定しているの
で、具体的な要望について都道府県警察に相談していただ
きたい。

1222 12221020
商店街にかかっている車両通行禁止の規制を解除し、車両通
行出来る様にします。

商店街内を車両が通行できるようにすることで、人手のない商店
街の寂れた雰囲気を取り除き、さらには、人の往来を呼び起こ
し、昔の活気ある商店街を取り戻します。

今治市本町１丁
目商店街（町内
会）

本町商店街イベント交通
特区制度

０１３０１８０

現在の路面をその
まま活用した車両通
行の可能化

道路交通法第４
条第１項

都道府県公安委員会は、道路標
識等を設置し、及び管理して、道
路における交通の規制をすること
ができる。

Ｄー１

商店街における車両の通行を禁止する交通規制の解除に
ついては、都道府県公安委員会が、個別に決定しているの
で、具体的な要望について都道府県警察に相談していただ
きたい。

1222 12221030
現在の路面は歩行者天国となっているため御影石を使って整
備しています。この路面をそのまま活用して車両通行ができる
ようにします。

商店街内を車両が通行できるようにすることで、人手のない商店
街の寂れた雰囲気を取り除き、さらには、人の往来を呼び起こ
し、昔の活気ある商店街を取り戻します。

今治市本町１丁
目商店街（町内
会）

本町商店街イベント交通
特区制度

０１３０１９０

イベント時における
道路使用・占用許可
の緩和

道路交通法第７７
条及び第７８条

道路でイベント等を行おうとする
者は、警察署長の道路使用許可
を受けなければならない。

Ｄー１
Ｄー３

　イベント等に伴う道路使用許可については、警察署長が、
イベント等を実施しようとする場所の交通の状況やイベント
等の態様に応じて、個別具体的にその可否を判断する必要
があるが、事前協議については年間のイベント等について
数回分をまとめて行うことも可能である。
  なお、昨年３月、「構造改革特別区域基本方針の一部変更
について」（平成15年７月４日閣議決定）による変更後の「構
造改革特別区域基本方針」（平成15年１月24日閣議決定）
及び「地域再生推進のためのプログラム」（平成16年２月27
日地域再生本部決定）を受け、地域活性化を目的とするイ
ベント等に伴う道路使用許可手続の円滑化を図るための通
達を発出し、都道府県警察においてイベント等に伴う道路使
用許可手続の円滑化のための所要の措置を講じているとこ
ろである。

1222 12221040 イベント時における道路使用・占用許可の緩和

えびすぎれ（２月上旬）、春まつり（５月上旬）、土曜夜市（７～８月
毎週土曜日、夜）、商人まつり（１０月上旬）、おんまく（８月上旬）
といった、毎年開催される年５～６回イベントの実施に際して、数
回分をまとめて協議できるようにしてください。

今治市本町１丁
目商店街（町内
会）

本町商店街イベント交通
特区制度

０１３０２００ 再開発特区

風俗営業等の規
制及び業務の適
正化等に関する
法律第３条、第４
条第２項第２号風
俗営業等の規制
及び業務の適正
化等に関する法
律施行令第６条
第２号

風営法において、風俗営業の営
業制限地域及び区域の規制は、
地域の実情を踏まえる必要があ
ることから、政令で定める基準の
範囲内で、都道府県条例で定め
るものとされている。

Ｄ－１

風俗営業の営業制限地域及び区域の規制に関する政令で
定める基準は、提案主体が実現したいと考えている再開発
事業の支障となるものではなく、当該再開発事業に適った都
道府県条例を定めることが可能である。したがって、提案主
体である市川市の意向を踏まえ、千葉県において風営法施
行条例の改正の是非が検討されるべきものと考える。

1273 12731010

昨今の社会経済情勢の低迷が長期化する中、個性豊かな魅
力ある地域づくりの推進が各地域の緊急の課題となっており、
地域づくりの担い手である地元商業者の保護と公共施設の導
入による地域の活性化を目途とし再開発事業等の都市計画事
業実施において、同一建物内の別フロアに事業実施前から営
業している風俗営業店（パチンコ店）と公共施設を設置するも
の。

再開発事業等の都市計画事業の実施において、既に営業してい
る風俗営業者（パチンコ店）の新たな風俗営業の許可等について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第
6条第2項の適用を除外する。

千葉県市川市 再開発特区

０１３０２１０

刑法に規定する賭
博罪及び風適法等
の規制緩和

刑法第185条及び
第186条

サイバー・ゲーミングビジネスの
定義が不明確であるが、ゲーミン
グ（賭博・カジノ）については、刑
法の賭博罪との関係から、その実
施に当たっては、新たな立法措置
が必要である。

Ｃ

ゲーミングについては、刑法の賭博罪との関係から、その実
施に当たっては、新たな立法措置が必要である。また、ゲー
ミング実施に伴い、暴力団や外国人犯罪組織等の関与のほ
か、少年の健全育成への悪影響等が懸念され、ゲーミング
の実施を検討する場合には、これら諸問題を十分に考慮す
ることが必要である。したがって、ゲーミングを実施するため
の立法が検討される場合には、警察庁としては、これらの治
安上の観点から、その議論に加わり、必要な意見を申し述
べてまいりたい。

1277 12771010
刑法３５条を適用し、 刑法　第185条-187条　2.風適法の７号、
８号営業等を緩和し当該地域に事業の主なる活動拠点としそ
の事業を行うためのサーバーを設置をする。

サイバーゲーミング・ビジネスの運営

株式会社東京総
合研究所、日本
ニュービジネス協
議会連合会

災害認定地区復興プロ
ジェクト

０１３０２２０
非常時の信号機給
電対策

なし

都道府県公安委員会は、信号機
を設置し、及び管理して、道路に
おける交通の規制をすることがで
きる。

Ｅ

　主要な交差点の信号機にディーゼルの非常用発電機を設
置することを義務付ける規制は存在しない。また、警察庁仕
様において、バッテリーや自然エネルギーの利用を認めな
いとはしていない。さらに、商用電源だけで、信号機を動か
さなければならないという仕様はない。

1309 13091020

主要な交差点における交通信号機の非常時の対策としては、
ディーゼルの非常用発電機が義務ずけられている。非常用発
電機は、定期的に一定時間の運転を確認しなくてはならず、排
ガスも出すことから、自然エネルギー利用の信号機が求めら
れている。しかし、信号機の警察庁仕様にバッテリーや自然エ
ネルギーの利用が認められていないために、エネルギーの無
駄使いが行われている。

商用電源だけで、信号機を動かさなければいかないという仕様を
撤廃し、太陽光や風力等の自然エネルギーを利用して発電した
電力を利用できる交通信号を設置する。そして、現在の制御部分
を徹底省エネ化して、バッテリーに蓄えた電力でＬＥＤ照明や制御
部分をまかなえるならば、災害時でも数日間の給電が可能にな
る。自然エネルギー利用の信号機は、警察庁ばかりでなく国土交
通省、経済産業省等で協議の上設置基準をつくらなければなら
ない。

特定非営利活動
法人　地球環境
融合センター

街ごと省エネプロジェクト
(グリーンリサイクリングシ
ステム）



 01 警察庁（特区）

管理コード 規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
プロジェ
クト管理
番号

規制特例提
案事項管理
番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名 プロジェクトの名称

０１３０２３０

タンデム自転車及び
特殊三人乗り自転
車の普通自転車とし
ての認定

道路交通法第１７
条第１項
道路交通法第６３
条の４
道路交通法施行
規則第９条の２
（道路交通法第５
７条第２項）
（佐賀県道路交
通法施行細則第
９条第１号）

　自転車は軽車両であることから
（道路交通法（以下「法」という。）
第２条第１項第11号）、車道の左
側端に沿って通行することとなる
（法第17条第１項及び第４項並び
に第18条第１項）が、車体の大き
さ及び車体の構造が次の基準を
満たす「普通自転車」は、これにか
かわらず、道路標識等により通行
することができることとされている
歩道を通行することができる。
　一 　車体の大きさは、次に掲げ
る長さ及び幅を超えないこと。
　　イ　長さ　百九十センチメートル
　　ロ　幅　六十センチメートル
　二 　車体の構造は、次に掲げる
ものであること。
　　イ　側車を付していないこと。
　　ロ　一の運転者席以外の乗車
装置（幼児用座席を除く。）を備え
ていないこと。
　　ハ　制動装置が走行中容易に
操作できる位置にあること。
　　ニ　歩行者に危害を及ぼすお
それがある鋭利な突出部がない
こと。

Ｃ

自転車は軽車両であることから、原則として車道を通行すべ
きであるところ、上記の大きさ及び構造の基準を満たす自転
車について、①　徐行すること。②　歩行者の通行を妨げる
こととなるときは、一時停止しなければならないこと。という
歩行者の通行を妨げないための義務を課した上で、例外的
に、道路標識等により通行することができることとされている
歩道を通行することを認めているところである。このことか
ら、大きさ及び構造の基準を満たさない自転車を普通自転
車とし、歩道を通行させることは、例えば、歩行者と当該自
転車が歩道上ですれ違う時に十分な空間が確保されないこ
ととなり、歩行者にとって危険となることから、認められな
い。なお、自転車道の整備等に関する法律（昭和45年法律
第16号）第４条の規定に基づき道路管理者（本件提案者た
る佐賀県を含む。）が自転車道を整備すれば、御提案の「タ
ンデム自転車」及び「特殊三人乗り自転車」は当該自転車道
を「安全で快適に」「走行する事が可能」となり、「自転車のま
ち佐賀市として活性化を図ることができる」ものと認識してい
る。

右提案主体からの意見に対
し回答されたい。
また、歩道上に自転車通行
帯を設置した場合には、タン
デム自転車及び特殊三人乗
り自転車が当該通行帯を通
行することは可能かについて
回答されたい。

　警察庁が本提案が認められない理由として挙げている「歩行者と当該自転車が歩道上ですれ違う時に十分な
空間が確保されないこととなり、歩行者にとって危険になること」に関しては、そもそも現行規定においても、警
察庁がその理由の中で述べられたとおり、①　徐行すること。②　歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時
停止しなければならないこと。という歩行者の通行を妨げないための義務を課すことで、現行規定における普通
自転車の歩道走行を認めており、全く同様に問題の解決が可能であると考える。
　また、より大きなサイズの自転車が歩道通行することにより、徐行や一時停止によってもなお、通行を妨げる
可能性については、代替措置で提案しているとおり、歩行者通行量と歩道の幅員との関係により規制を設けれ
ば、十分回避可能であると考える。
　なお、現行規定において普通自転車が通行可能とされる歩道が整備された道路であっても、基本的には道路
交通法第１７条により車道走行が本来の姿であり、車道に障害物となる路肩駐車車両や、渋滞の発生等によ
り、安全かつ円滑な自転車の走行ができない場合の緊急回避措置のための例外規定として道路交通法第63
条の４が設けられていると考える。本提案は、佐賀県警察本部が危惧した問題点の解消のために、普通自転
車の危険回避の場合と同様の歩道通行が可能となる状況を想定しているものである。
　警察庁が、なお書きで示された、自転車道の整備等に関する法律（昭和四十五年四月三日法律第十六号）に
おける自転車道の整備は、新たな社会資本整備を行うことによって実現可能となるという考えであるが、昨今の
社会経済情勢において地方都市の緊縮財政下では困難であり、構造改革特区の精神にもそぐわないものであ
る。
　また、同法第二条第3項第二号には、「自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路
又は道路の部分」を「自転車道」と定義しており、道路構造令（昭和四十五年十月二十九日政令第三百二十号）
第十条の二において「自転車歩行車道」とは、幅員３ｍ以上の歩道部分としていることから、これらと同等以上
の歩道が整備されている場合にあっては、自転車道の定義とも合致すると考えられ、軽車両であるタンデム自
転車等の通行を認めることが可能であると考える。

C

御提案の内容について、当庁としては、前回回答のとおり、交通事故防止を最優先に考えてお
り、普通自転車よりも長さ・幅が大きく、それに応じて車両挙動も大きくなるタンデム自転車及び
特殊三輪自転車については、交通安全確保の観点から当該自転車の歩道通行は認められな
い。
　　普通自転車が通行できる歩道上に普通自転車が通行すべき部分を指定した場合には、タン
デム自転車及び特殊三人乗り自転車が当該部分を通行することは可能であるかという点につい
ては、当該部分は歩道であることから、道路交通法施行規則第９条の２で定める基準を満たさな
い自転車は、当該部分を通行することはできない。
なお、すでに佐賀県警察が指摘しているとおり、自転車は年齢・道路交通法の知識の有無を問
わず、自由に利用されており、さらに一時不停止、信号無視、車道の右側通行、無灯火、歩行者
の通行妨害等道路交通法が遵守されているとは言い難い状況であり、歩行者の安全確保の観
点から認められない。

右提案主体からの意
見に対し回答された
い。

　現行の普通自転車が例外的に通行を認められている歩道と同等の条件で通行を認め
る場合は、貴庁からの回答のとおり、交通安全確保の観点から認め難いという点は納得
できるが、当県が代替措置として同時に提案しているように、一定以上の幅員が確保され
た歩道であって、その歩道における歩行者の通行量が、危険性を回避できる程度に少な
い場合に限定して、通行を認めるという条件付きであっても、特区に限定して認められな
いか再度検討されたい。
　また、前回の当県意見において示した「自転車道の整備等に関する法律第二条第3項
第二号には、「自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は
道路の部分」を「自転車道」と定義しており、道路構造令（昭和四十五年十月二十九日政
令第三百二十号）第十条の二において「自転車歩行車道」とは、幅員３ｍ以上の歩道部
分としていることから、これらと同等以上の歩道が整備されている場合にあっては、自転
車道の定義とも合致すると考えられ、軽車両であるタンデム自転車等の通行を認めること
が可能であると考える。」という点について、貴庁の見解を伺いたい。
　なお、佐賀県警察の指摘にもある、自転車の遵守義務違反等の事実については、別途
教育・啓発の必要はあるが、それをもって特区においてのみ実現可能な、障害者の社会
参加への交通の確保につながるものとしてのタンデム自転車や、観光客への楽しみの提
供のためのサービスとしての特殊三人乗り自転車のような、台数自体が極めて少なく、か
つその存在が周囲からも極めて目立って認識されやすい場合で、個別に販売時や賃貸
時に運転マナーの指導助言が可能な場合にも、現行の自転車の状況と同様の違反が行
われるという認識は誤っていると考えるが如何か。

Ｃ

　　御提案の内容について、当庁としては、交通事故防止を最優先に考え
ており、普通自転車よりも長さ・幅が大きく、それに応じて車両挙動も大きく
なるタンデム自転車及び特殊三人乗り自転車については、交通安全確保
の観点から当該自転車の歩道通行は認められない点については前回回
答のとおり。
また、「一定以上の幅員が確保された歩道であって、その歩道における歩
行者の通行量が、危険性を回避できる程度に少ない場合に限定して、通
行を認める」という条件を付しても、自転車は年齢・道路交通法の知識の
有無を問わず、自由に利用されており、さらに一時不停止、信号無視、車
道の右側通行、無灯火、歩行者の通行妨害等道路交通法が遵守されてい
るとは言い難い状況であること、普通自転車と歩行者が混在する現状に更
にタンデム自転車や特殊三人乗り自転車が加わることとなり、普通自転車
や歩行者がいるなかでタンデム自転車、特殊三人乗り自転車、普通自転
車、歩行者が安全にすれ違うことができるのかという問題があること、さら
に当該自転車が通行するのはあくまでも歩道であることから歩行者の急な
飛び出し等の危険性は決して減ずるものではないことから、御提案を認め
ることはできない。
なお、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）上の「自転車道」は同法第２
条第３号の３に規定されているとおり「自転車の通行の用に供するため縁
石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された車道の部分」
であり、御指摘の自転車道の整備等に関する法律（昭和４５年法律第１６
号）第２条第３項第２号において、「自転車及び歩行者の共通の通行の用
に供することを目的とする道路又は道路の部分」と規定されている「自転車
道」は、道路交通法上は同法第２条第２号に規定する「歩道」に当たる。ま
た、道交法上、「歩道」を自転車が通行できるのは、自転車が普通自転車
であり、さらに都道府県公安委員会が普通自転車通行可の交通規制をし
た場合である。（当庁の回答で示した「自転車道」は、自転車道の整備等に
関する法律第２条第３項第１号の自転車道で、道交法の「自転車道」にも
該当するものである）。
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道路交通法施行規則第９条の２（普通自転車の大きさ及び構
造）の規定のうち、１号に定める車体の大きさの規定を現行の
「イ　長さ百九十センチメートル、ロ　幅六十センチメートル」か
ら「イ　長さ二百五十センチメートル、ロ　幅九十センチメート
ル」に緩和する。２号に定める車体の構造のうち乗車装置の数
の規定を現行の「ロ　１の運転者席以外の乗車装置（幼児用座
席を除く）を備えていないこと。」から「ロ　１の運転者席以外の
乗車装置（幼児用及びタンデム同乗者用ならびに特殊三人乗
り自転車における前カゴ内に取り付ける児童用を除く）を備え
ていないこと。」に緩和する。

現在佐賀市が推進している「自転車利用環境整備基本計画」に
基づき、環境に優しく、視覚障害者も外出の楽しみとスポーツの
爽快感を感じることができるタンデム（２人乗り）自転車や、環境
に優しくスローツーリズムによる観光振興にも寄与する特殊３人
乗り自転車（ソガンス）が、危険な幹線道路などの車道部を走行
する事なく、安全で快適に整備された歩道を走行する事が可能と
なる。
空き店舗を利用したチャレンジショップで市販されるタンデム自転
車や廃棄自転車のリサイクルで作製される特殊三人乗り自転車
のレンタル事業等により移動手段として障害者や子供連れの観
光客等に提供する。

佐賀県
タンデム＆三輪自転車快
走特区プロジェクト


